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平成 30年度「わたしと年⾦」エッセイ

厚生労働大臣賞（1作品）

⼭梨県 入倉 文子 様 （６０代 ⼥性）

今から三⼗年ほど前のこと。駅前で息⼦とバスを待っていると、⾒知らぬ⼥性が話し

かけてきた。

「失礼ですが、 サトウ繊維のお嬢さんでしょうか」

平野と名乗るその⼥性は、五⼗代ぐらいのきれいな⼈だった。「お嬢さん」などと呼ば

れて気恥ずかしかったが、確かにサトウ繊維は父が以前経営していた工場だ。私がそう

だとこたえると、⼥性は「社⻑の奥さんによく似ていらっしゃるのでお嬢さんかなと思

いました」と感慨深そうに言った。

平野さんは次のような話をしてくれた。

第⼆次世界⼤戦後、シベリアに抑留されていた平野さんのお⽗さんは、栄養失調のた

め現地で亡くなった。お⺟さんは、ふたりの⼦を育て上げるため、私の⽗の⼯場で働い

た。授業参観や子どもの病気などで早引きを申し出ても、父は嫌な顔をしなかったから

働きやすかったそうだ。

工場では主に婦人用のセーターを作っており、 昭和三⼗年代には⾶ぶように売れた。

戦後まもなく建てた⼯場だけでは⽣産が間に合わず、新社屋が出来るまでの数年間は家

の⼆間続きの座敷にテーブルを並べ、⼤勢の⼥の⼈がずらっと並んで作業をしていた。

彼⼥は夏休みなどにアルバイトにきていたから、私のことも覚えていたらしい。

「⺟はもうすぐ⼋⼗になりますが、とても元気です。『サトウの社⻑が年⾦をきちんと

掛けておいてくれたから、孫やひ孫たちにもお小遣いがあげられる。有り難いことだ』

とよく言っています」

平野さんの待っていたバスが来て、「お父さんによろしく」と言って乗り込んでいっ

た。

実家に帰ったとき、⽗にこの出来事を話した。⽗は、「お⺟さんはとても働きもので、

娘さんは美人だったなあ」 と懐かしそうだった。年⾦のことで感謝していたと伝える

と、「当たり前のことをしただけだ」と照れくさそうに言った。

私は平野さんとの出会いをうれしく思った。だが、その頃三⼗代だった私は年⾦のこ

とがよく分かっていなかったので、感謝していると言われてもぴんと来なかった。
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それから⼗数年後、年⾦問題が報道され、部の⼩さな会社や⼯場では給料から天引き

した保険料を流⽤し、社員が無年⾦になってしまったケースもあったことを知った。父

の言ったとおり、年⾦加⼊は雇用主の義務であり、「当たり前のこと」だ。それをおろそ

かにした経営者のせいで、人生設計を狂わされた人たちがいたことに強い衝撃を受け

た。

父の工場はドルショックの影響で昭和四⼗六年に倒産した。⽗は資⾦繰りに苦しみ、

毎晩遅くまで⺟と深刻な顔で話していた。銀⾏からは融資を断られ、親戚からの援助も

焼け⽯に⽔で、⽗は裸一貫から築き上げた財産のほとんどを失ってしまった。年⾦問題

が報じられる前に⽗も⺟も亡くなっていたので、 正確なことは分からないが、勤めてい

た⼈たちを悲しませるようなことをしなくて良かったとつくづく思った。

私は、三年前から年⾦の「報酬⽐例部分」を受給している。ふたりの息⼦を育てなが

らフルタイムで勤めることができたのは、⼦育てを助けてくれた義⽗⺟のおかげだ。現

役時代は社会保険料が天引きされ、結構⾼いなと感じたこともあった。けれど、保険料

の半分を雇⽤主が負担してくれたこと、年⾦制度は現役世代によって⽀えられているこ

とを考えると、⽀給されるのが「当たり前」だとは思えない。平野さんのお⺟さんの

「お⼩遣いをあげられて有り難い」という⾔葉も⾝にしみてわかるようになった。

私は六⼗五歳の今も、元の職場で週に数⽇、短時間の仕事をしている。社会との接点

を失わずにいられることと、職場の若い⼈たちから刺激を受けられることに感謝して働

いている。これからの⽬標は、可能な限り細く⻑く仕事を続けることだ。たまには大好

きな滝を⾒に各地を旅してみたいし、読みたい本も沢⼭ある。⾃分に⾒合った社会貢献

もしていきたい。こんな私を後押ししてくれるのが、年⾦だ。七⽉からは国⺠年⾦も受

給している。「⽼齢年⾦」という⾔葉にはちょっとがっくり来るが、隔⽉できちんと振り

込まれ、暮らしの⽀柱となっている。⼼のゆとりと安⼼感をもたらすもの、それが年⾦

なのだと実感している。

「わたしと年⾦」エッセイは、⽇本年⾦機構が毎年募集・実施しているものです。
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「年⾦」というと、皆さんはどのようなイメージをお持ちですか。⽼後を安⼼して迎えるた

めに必要不可⽋なもの、⼀⽅で制度が複雑で分かりにくいものと、さまざまな印象をお持ちで

はないでしょうか。

年⾦制度とは、⾼齢期に達するなど要件を満たした⽅に、定期的に⼀定の⾦額を給付する仕

組みのことです。制度の性格によって、国⺠に加⼊義務があり、国が運営する「公的年⾦」と、

個⼈や企業の選択で加⼊する「私的年⾦」に分かれます。

このパンフレットは、公的年⾦制度を中⼼に、皆さんが年⾦制度と関わる場⾯に着⽬して、

ポイントを分かりやすく解説したものです。皆さんの年⾦制度についての理解を深めていただ

ければ幸いです。

１． 年⾦制度の全体像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.６

２． 保険料を納める

（１） 公的年⾦制度に加⼊する・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.９
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（１） 高齢になったとき（⽼齢年⾦）・・・・・・・・・・・・・・・ P.13

（２） 障害を負ったとき（障害年⾦）・・・・・・・・・・・・・・・ P.18
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私たちの⼈⽣には、⾃分や家族が年を取ったり、重い障害を負ったり、死亡したりなど、

さまざまな要因で、⾃⽴した⽣活が困難になるリスクがあります。こうした⽣活上のリスク

は、予測することができないため、個人だけで備えるには限界があります。そこで、これら

に社会全体で備える仕組みが、公的年⾦制度です。公的年⾦制度は、あらかじめ保険料を納

めることで、必要なときに給付を受けることができる社会保険です。

もし、公的年⾦制度がなかったら、私たちは、親の⽼後を仕送りなどで⽀えたり、⾃分⾃

⾝の⽼後に⾃分だけで備えたりする必要があります。しかし、自分が何歳まで生きられるの

か、⻑い⼈⽣の間に、経済の状況や社会の在り⽅がどう変化していくのかは予測できません。

個人や家族だけで対応しようとしても、必要な額の貯蓄ができなかったり、貯蓄のために

必要以上に⽣活を切り詰めたり、家族や⼦どもに頼ることができなくなったりすることも起

こるでしょう。これらに対しては、社会全体で対応した⽅が確実で効率的です。世代を超え

て支え合うことで、その時々の経済や社会の状況に応じた給付を実現することができます。

このように、公的年⾦制度は、予測することができない将来のリスクに対して、社会全体

であらかじめ備え、生涯を通じた保障を実現するために必要なものです。

【社会の変化は予測できない】

【昔と今の物価の比較】

1965 年 2010 年

鶏肉

牛乳（瓶）

うどん

カレーライス

コーヒー(喫茶店)

タクシー代

はがき

ノートブック

100g

1 本

１杯

１皿

１杯

初乗

１通

１冊

71.8 円

20 円

53.7 円

105 円

71.5 円

100 円

５円

30 円

→

→

→

→

→

→

→

→

129 円

114 円

595 円

742 円

411 円

710 円

50 円

144 円

1.8 倍

5.7 倍

11.1 倍

7.1 倍

5.7 倍

7.1 倍

10.0 倍

4.8 倍

１．年⾦制度の全体像

なぜ公的年⾦制度は必要なのでしょうか

（出典）小売物価統計調査

2010年 2055年

20歳 65歳

障害を負う可能性もあり 何歳まで生きるか分からない

大卒初任給20万円

1965年

大卒初任給２万円

「１万円」年⾦の時代
◆国⺠年⾦ 約６万６千円
◆厚⽣年⾦ 約16万５千円

︖

︖
物価や賃⾦の⽔準の
変化は予測できない

物価や賃⾦の⽔準の
変化は予測できない

社会の変化に合わせ
て年⾦額も変化する
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公的年⾦制度は、いま働いている世代（現役世代）が⽀払った保険料を仕送りのように⾼

齢者などの年⾦給付に充てるという「世代と世代の⽀え合い」という考え⽅（これを賦課⽅

式といいます）を基本として、運営されています（保険料収⼊以外にも、年⾦積⽴⾦や税⾦

が年⾦給付に充てられています）。[→６．公的年⾦の財政 P.34]

⽇本の公的年⾦制度は、「国⺠皆年⾦」という特徴を持っており、①20 歳以上の全ての人

が共通して加⼊する国⺠年⾦と、②会社員や公務員等が加⼊する厚⽣年⾦による、いわゆる

「２階建て」と呼ばれる構造になっています。

また、③公的年⾦と別に保険料を納め、公的年⾦に上乗せして給付を⾏う企業年⾦などは、

いわば「３階部分」として、国⺠の⾃主的な努⼒によって⾼齢期の所得保障を充実させる役

割を果たしています。[→５．私的年⾦に加⼊する P.29]

【年⾦制度の仕組み】

※１ 平成 27 年 10 月から、公務員や私⽴学校の教職員も厚⽣年⾦に加⼊。また、共済年⾦の職域加算部分は廃⽌され、新たに年⾦払い退職給付

が創設。ただし、それまでの共済年⾦に加⼊していた期間分は、平成 27 年 10 月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。

※２ 国⺠年⾦の第２号被保険者等とは、厚⽣年⾦被保険者をいう（国⺠年⾦の第２号被保険者のほか、65歳以上で⽼齢、または、退職を⽀給事

由とする年⾦給付の受給権を有する者を含む）。

自営業者など国⺠年⾦のみに加入している人は、毎月”定額”の保険料を自分で納め、会社

員や公務員で厚⽣年⾦に加入している人は、毎月”定率”の保険料を会社などと折半で負担し、

保険料は毎⽉の給料から天引きされます。専業主婦など扶養されている⼈は、厚⽣年⾦制度

全体で保険料を負担しているため、個⼈として保険料を負担する必要はありません。[→２．

保険料を納める P.９]

年⾦制度の仕組み
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【働き⽅・暮らし⽅別の公的年⾦の保障】

⽼後には、全ての⼈が⽼齢基礎年⾦を、厚⽣年⾦に加⼊していた⼈は、それに加えて、⽼

齢厚⽣年⾦を受け取ることができます。また、⽼後だけでなく、重い障害を負ったときの障

害年⾦や、⼀家の⼤⿊柱が亡くなったときに残された家族に⽀給される遺族年⾦があります。

[→３．年⾦を受け取る P.13]

【公的年⾦の給付の種類】

基礎年⾦ 厚⽣年⾦

老

齢
⽼齢基礎年⾦
保険料を納めた期間などに応じた額

⽼齢厚⽣年⾦
保険料を納付した期間や賃⾦※１に応じた額

障

害

障害基礎年⾦
障害等級※２に応じた額
（子がいる場合には加算あり）

障害厚⽣年⾦
賃⾦※１や加入期間、障害等級※２に応じた額

遺

族

遺族基礎年⾦
⽼齢基礎年⾦の満額に⼦の数に応じ
て加算した額

遺族厚⽣年⾦
亡くなった⽅の⽼齢厚⽣年⾦の３／４の額

※1 賃⾦とは、正確には「平均標準報酬額」といい、厚⽣年⾦への加⼊期間中の給与と賞与（ボーナス）の平均額のことをいう。

※2  障害等級は、基礎年⾦と厚⽣年⾦で共通。障害厚⽣年⾦（２級以上）受給者は、同時に障害基礎年⾦を受給できる。

会社員が海外に派遣される場合には、⽇本の公的年⾦制度と海外の制度に⼆重に加⼊しな

ければならない場合があります。海外で働く日本人や海外から働きに来る外国人が働きやす

い環境を整えるため、両国の公的年⾦制度に⼆重加⼊することを防⽌するとともに、加⼊期

間を通算できるようにする取り組みを進めています。[→４．外国で生活する P.27]
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⽇本の公的年⾦制度では、原則として、⽇本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員、

公的年⾦制度に加⼊する必要があります（これを「国⺠皆年⾦」といいます）。保険料を納

める⽅法は、公的年⾦制度の加⼊⽅法によって異なります。また、経済的な理由などにより、

国⺠年⾦保険料を納めることが困難な場合には、保険料を免除する制度などがあります。

この章では、「保険料を納める」ことについて、具体的に説明します。

70歳未満の会社員（厚⽣年⾦の適⽤事業所で働いている人）（注）、国・地方公共団体の公

務員や私⽴学校の教職員は、厚⽣年⾦に加⼊します（加⼊した⼈を被保険者といいます）。

これらの会社や国・自治体、学校などに雇われている人は、原則として、厚⽣年⾦に加⼊す

ると同時に、国⺠年⾦の第２号被保険者になります。

厚生年⾦加⼊者の配偶者で扶養されている（年収が130万円未満で、かつ、配偶者の年収

の２分の１未満である）20歳以上60歳未満の⼈は、国⺠年⾦の第３号被保険者※となります。

これら以外の⾃営業者、農林漁業者などで、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、

全て国⺠年⾦の第１号被保険者となります。

※ 令和２年４⽉から、原則として⽇本国内に住む⽅が対象となる。

⾃営業者など（国⺠年⾦の第１号被保険者）は、毎月一定額（16,410円（令和元年度））の保険料

を自分で納めます。

会社員など（国⺠年⾦の第２号被保険者）は、給与や賞与※１に、定められた保険料率（平

成29年９月から18.3％）で計算した額を会社と折半で負担します。厚⽣年⾦の保険料は、会社側

に納める義務があり、会社は従業員に支払う給与などから、本⼈負担分の保険料を天引き

（源泉徴収）し、会社負担分と合わせて納めます。

国⺠年⾦・厚⽣年⾦の保険料は、平成16年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられ、

それぞれ平成29年４月に16,900円（平成16年度価格)
※２
、平成29年９⽉※３に18.3%に達しま

した。なお、国⺠年⾦の第１号被保険者の⽅の産前産後期間に保険料を免除する制度（P.12

参照）が平成31年４⽉に施⾏されることに伴い、国⺠年⾦の保険料は同月から17,000円

（平成16年度価格)に引き上がりました。

専業主婦（主夫）など（国⺠年⾦の第３号被保険者）は、⾃ら保険料を納める必要はあり

ません。第３号被保険者の配偶者が負担した保険料は、夫婦で共同して負担したものとの考

えから、第３号被保険者に将来⽀払われる基礎年⾦の費⽤は、厚⽣年⾦から拠出されます。

※１ 保険料を計算する際には、実際の給与や賞与を基に定める標準報酬月額や標準賞与額を使う。標準報酬月額は、原則と

して、４〜６⽉の３ヵ⽉の平均給与を基に毎年９⽉に改定する。

（１）公的年⾦制度に加⼊する

２．保険料を納める

（２）公的年⾦の保険料の納め⽅
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※２ 実際の保険料額は、平成16年度価格の額に、賦課される時点までの賃⾦上昇率を乗じて定める。

※３ 私⽴学校教職員の厚⽣年⾦保険料率は、令和9年度までかけて上限（18.3％）に達する。

国⺠年⾦ 厚⽣年⾦
保険料

（平成31年４月時点）

自営業者、農業者、学生など

（20歳以上60歳未満で下記以

外の人）

第１号被保険者 － 16,410円（月額）

適用事業所に雇用される

会社員など（70歳未満）

第２号被保険者※ 厚⽣年⾦被保険者

月収の18.3％
（労使折半。本人負担は

9.15％）
国家公務員（70 歳未満）

地方公務員（70 歳未満）

私⽴学校教職員（70 歳未満）

月収の 14.619％

（労使折半。本人負担は

7.3095％）

専業主婦（夫）など

（被用者の配偶者であって扶

養されている人）

第３号被保険者 －

保険料負担はない

（配偶者が加入する厚

⽣年⾦が負担）

※ 65歳以上で⽼齢または退職を⽀給事由とする年⾦給付の受給権を有する⼈は、厚⽣年⾦の被保険者になるが、国⺠年⾦の

第２号被保険者にはならない。

（注） 短時間労働者であっても、１週間の所定労働時間および１月の所定労働日数が通常の労働者の４分の３以上である者

には社会保険が適用される。また、４分の３未満であっても、①週の所定労働時間が20時間以上であること、②月額賃
⾦が8.8万円以上であること、③勤務期間が１年以上⾒込まれること、④学⽣ではないこと、⑤従業員数501人以上の規
模である企業に使用されていること（500人以下の企業でも労使合意があれば適用対象となる）、の５つの条件を満たす

場合には、厚⽣年⾦に加⼊することになる。

① 保険料の免除

国⺠年⾦の第１号被保険者の中には、失業して所得がない人など経済的な理由で一時的に

保険料を納められない人もいます。そのため、国⺠年⾦制度では保険料免除の仕組みを設け

ています。

保険料が免除されると、将来受け取る⽼齢基礎年⾦が減額されます。免除された保険料は、

10年以内であれば追納することができ、追納した場合は納めた期間として、計算されます。

ア．保険料の申請免除

本⼈・世帯主・配偶者の前年所得が⼀定額以下の場合には、市区町村へ申請することに

より、保険料の全額または一部（３／４・半額・１／４）の納付が免除されます。

（３）国⺠年⾦の保険料が納められない場合
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【免除の対象となる所得の基準（令和元年度）】

前年の所得が以下の計算式で計算した⾦額の範囲内であること

全額免除 （扶養親族等の数+1）×35万円+22万円

３／４免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

１／４免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

イ．保険料の法定免除

次のような事由に該当する人は、市区町村へ届け出ると保険料が免除されます。

① 障害基礎年⾦の受給権者

② 生活保護法による生活扶助を受けている人

③ ハンセン病療養所などに入所している人

② 保険料の納付特例・納付猶予

学⽣や、若年者で就職が困難であったり、失業中であったりするなどの理由で所得が低い

⼈について、国⺠年⾦保険料の納付を猶予する制度もあります。

国⺠年⾦保険料の納付が猶予された期間は、年⾦を受け取るために必要な期間（受給資格

期間）には反映されますが、年⾦額の計算には反映されません。なお、猶予された保険料は、

10年以内であれば追納が可能です。

ア．学⽣納付特例制度

学生（大学・大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する人）

で、本人の所得が一定額以下の場合に、在学中の保険料の納付が猶予されます。

イ．納付猶予制度（令和７年6月まで）

50歳未満の第１号被保険者について、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と

配偶者の所得が⼀定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

出産・⼦育てをする⼈を⽀援するために、産休期間中の⼈や育児休業などを取得した⼈に

対して、国⺠年⾦、厚⽣年⾦の特例措置を設けています。

① 産休期間中、産前産後期間中の特例

ア．産前産後の休業期間中の保険料免除

（４）出産・子育てをしている場合

●所得の基準（申請者本人のみ）［令和元年度］

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

●所得の基準（申請者本人と配偶者）［令和元年度］

（扶養親族等の数+1）×35万円+22万円
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産前産後の休業※について、休業を開始した⽉から終了した⽉（終了⽇の翌⽇の⽉）

の前月までの厚⽣年⾦保険料が免除されます。この期間は、保険料を納めた期間とみな

され、休業前の給与水準に応じた⽼齢厚⽣年⾦の給付が保障されます。

※ 出産日の42日以前（多胎妊娠の場合は98日前）から出産日の56日後まで

また、平成31年４⽉からは、国⺠年⾦の第１号被保険者の産前産後期間について、出

産予定⽉の前⽉（多胎妊娠の場合は３ヶ⽉前）からその翌々⽉までの国⺠年⾦保険料が

免除されます。この期間は、保険料を納めた期間とみなされ、免除期間は満額の基礎年

⾦を保障しています。また、この費⽤に充てるため、国⺠年⾦の保険料が平成16年度価

格水準で月額100円引き上げられました。

イ．産前産後休業などを終了した際の標準報酬⽉額の改定の特例

産前産後休業を終了した人が、職場復帰した場合は、その後の３ヵ月間の給与の平均

額で標準報酬月額を改定して、厚⽣年⾦保険料を計算します。職場復帰せず、そのまま

育児休業などに⼊った場合には、育児休業などが終了してから改定します。

② 育休期間中の特例

ア．育児休業などの期間中の保険料免除

子どもが３歳になるまでの間の育児休業などについて、休業を開始した⽉から終了し

た⽉（終了⽇の翌⽇の⽉）の前⽉までの厚⽣年⾦保険料が免除されます。この期間は、

保険料を納めた期間とみなされ、休業前の給与水準に応じた⽼齢厚⽣年⾦の給付が保障

されます。

イ．育児休業などを終了した際の標準報酬⽉額の改定の特例

育児休業などを終了した人が、３歳未満の子どもを養育しながら職場復帰した場合は、

その後の３ヵ月間の給与平均額で標準報酬月額を改定し、厚⽣年⾦保険料を計算します。

ウ．３歳未満の子どもの養育期間における標準報酬月額のみなし措置

３歳未満の子どもを養育する期間中の標準報酬月額が、子どもを養育する前の標準報

酬月額を下回る場合には、以前の標準報酬月額がその期間における標準報酬月額とみな

されて、将来受け取る⽼齢厚⽣年⾦の額が計算されます。
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公的年⾦は、⾼齢で働けなくなったときや重い障害を負ったとき、⼀家の⼤⿊柱が亡くなっ

たときなどに、本⼈や残された家族に年⾦を⽀給することで⽣活を保障します。年⾦を受け取

るためには、これまで保険料を納めてきたことなどの要件を満たしている必要があります。

この章では、「年⾦を受け取る」ことについて、具体的に説明します。

⾼齢になり、会社を退職するなどして所得が低くなったときの⽣活の⽀えとなるのが、⽼齢

基礎年⾦と⽼齢厚⽣年⾦です。受け取る年⾦額は、保険料を納めた期間などによって決まりま

す。

【⽼齢基礎年⾦】

※１ 昭和61年３⽉31日以前に、強制加入期間とされていなかった期間などいわゆる「合算対象期間」を含む。

※２ 保険料を免除された期間がある⼈は、免除の種類と基礎年⾦の国庫負担割合に応じて計算式が変わる。学⽣納付特例や納

付猶予を利⽤した期間は、保険料を追納しないと年⾦額には反映されない。

・保険料全額免除⽉数×１/２（平成21年３⽉以前の期間は１/３）

・保険料３/４免除月数×５/８（同１/２）

・保険料半額免除⽉数×３/４（同２/３）

・保険料１/４免除月数×７/８（同５/６）

例えば、平成21年以降に20年間保険料を納付し、10年間全額免除、10年間半額免除を受けた⼈は、

満額 ×（20 年×12 ヵ月+10年×12 ヵ月×1/2+10 年×12 ヵ月×3/4）/480 月 ＝ 満額 × 390月/480 月 として計算。

※３ 昭和16年4月1⽇以前⽣まれの⼈は、⽣年⽉⽇に応じて短縮。

支

給

要

件

① 受給資格期間（年⾦を受け取るために必要な期間）

保険料を納めた期間と保険料を免除された期間※１が合わせて10年以上あること。

② ⽀給開始年齢

65歳（60歳からの繰上げ受給や、66歳以降の繰下げ受給も可能）。

年
金
額
（
令
和
元
年
度
）

保険料を納めた⽉数＋［保険料を免除された⽉数×（１/２〜７/８）］※２

■年⾦額＝満額 × ――――――――――――――――――――――――――――――

480（40年※3×12月）

■令和元年度の満額＝780,100円（480月（40年×12⽉）保険料を納めた場合。

物価や賃⾦に応じて毎年４月に改定）

■繰上げ受給・繰下げ受給（昭和16年４⽉２⽇以後⽣まれの⼈（⽉単位））

・ 繰上げ受給（60歳から65歳前までに受給を開始）

減額率＝0.5％×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数（最大30％減額）

・ 繰下げ受給（65歳以降に受給を開始。70歳まで。）

増額率＝0.7％×65歳到達月から繰下げ請求月の前月までの月数（最大42％増額）

３．年⾦を受け取る

（１）⾼齢になったとき（⽼齢年⾦）
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【⽼齢厚⽣年⾦】

※１ 下記計算式によって算出された年⾦額のほうが⾼い場合は、その額を⽀給する。

年⾦額＝〔(平均標準報酬月額)※4×(10/1000〜7.5/1000)※3×(H15.3以前の被保険者期間の月数)

+ (平均標準報酬額)※4×(7.692/1000〜5.769/1000)※3×(H15.4以降の被保険者期間の⽉数)〕×従前額改定率※5

※２ 平均標準報酬（⽉）額を算出する際の再評価率は、令和元年度時点の水準のものを用いる。

※３ 給付乗率は、⽣年⽉⽇によって異なる。

※４ 平均標準報酬（⽉）額を算出する際の再評価率は、平成６年改正時（平成５年度時点）の⽔準のものを⽤いる。

※５ 従前額改定率は、昭和12年度以前⽣まれの場合は1.000、昭和13年度以降⽣まれの場合は0.998。

支

給

要

件

①受給資格期間（年⾦を受け取るのに必要な期間）

⽼齢基礎年⾦の受給資格を満たしていて、厚⽣年⾦の加⼊期間が１ヵ月以上あること

（ただし、特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦は、厚⽣年⾦の加⼊期間が１年以上であることが必要）

②⽀給開始年齢

65歳（60歳からの繰上げ受給や、66歳以降の繰下げ受給も可能）

※経過措置として、65歳前から特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦が⽀給される場合がある（後述）

年
金
額
（
令
和
元
年
度
）

■⽼齢厚⽣年⾦（報酬⽐例部分）

年⾦額※１＝平均標準報酬月額※２×(9.5/1000〜7.125/1000)※3×H15.3以前の被保険者期間の月

+ 平均標準報酬額※２×(7.308/1000〜5.481/1000)※3×H15.4以降の被保険者期間の⽉数

■加給年⾦ （⽼齢基礎年⾦・特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦の定額部分を受け取る場合）

○ 支給要件

①本⼈の厚⽣年⾦加⼊期間が20年以上

②配偶者が⽼齢厚⽣年⾦等（厚年加⼊期間が20年以上のもの）や障害厚⽣年⾦等を受けて

いない

③配偶者が65歳未満で生計維持関係にある

④配偶者の年収が850万円未満

・子ども（18歳の誕⽣⽇の前⽇の属する年度の年度末を経過していない⼦、20歳未満

で１級または２級の障害者）がいる場合、人数に応じて加算

○ 支給額 ・配偶者 224,500円 ・第１子・第2子 224,500円 ・第3⼦以降 各74,800

円

■特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦（特例に該当するものや⽣年⽉⽇によって受け取れる場合があ

る）

○ 報酬⽐例部分 ⽼齢厚⽣年⾦（報酬⽐例部分）と同じ計算⽅法

○ 定額部分 1,628円 × 改定率（0.999）× ⽣年⽉⽇に応じた率 × 被保険者期間の月

数

■⽼齢厚⽣年⾦の⽀給停⽌（在職⽼齢年⾦制度）

○ 60歳〜64歳

1 賃⾦（ボーナス込みの⽉収）と年⾦（⽉額）の合計額が28万円まで年⾦を全額⽀給

2 28万円を超えた場合、賃⾦が47万円までは賃⾦の増加２に対して、年⾦１を停止

3 賃⾦が47万円を超えた場合、賃⾦の増加分だけ年⾦を停⽌

○ 65歳以降

１ 賃⾦（ボーナス込みの⽉収）と年⾦（⽉額）の合計額が47万円まで年⾦を全額⽀給

２ 47万円を超えた場合、賃⾦の増加２に対して、年⾦１を停止
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○様々な条件に応じた年⾦の⾒込額試算

【試算方法】

●現在の加入条件が60歳まで継続したと仮定した⾒込額を⾃動表⽰する「かんたん試算」

●今後の収入やその期間を自分で設定して試算できる「質問形式で試算」

●「質問形式で試算」に加え、より詳細な条件を設定して試算できる「詳細な条件で試算」

○ねんきんネットの登録方法

⽇本年⾦機構のホームページで基礎年⾦番号等を⼊⼒いただくことで簡単に登録できます。

ぜひご登録ください。

●アクセスキー（「ねんきん定期便」などに記載されている17ケタの番号）をお持ちの方は､

即時にユーザＩＤをメールアドレスにお送りします。

●アクセスキーをお持ちでない方は、5営業⽇程度で、ユーザＩＤを記載したハガキをご自

宅にお届けします。

○その他便利な機能

●24時間いつでも、パソコンやスマートフォンで利⽤可能

●ご自身の最新の年⾦記録を確認

●「年⾦振込通知書」などの各種通知書を確認・ダウンロード

●「公的年⾦等の源泉徴収票」などの原本の再交付申請

■「ねんきんネット」であなたの年⾦の⾒込額試算ができます
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① ⽼齢厚⽣年⾦の⽀給開始年齢の引上げスケジュール

⽼齢厚⽣年⾦（特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦）は、現在、その⽀給開始年齢が段階的に引き上

げられており、男性は2025年度まで、⼥性は2030年度までにかけて、⽀給開始年齢が65歳

へ引き上げられます（繰上げ受給は可能）。

※ 上記の受給開始年齢の引上げスケジュールは会社員などのもの

（公務員や私⽴学校教職員は、男⼥とも会社員などの男性と同じスケジュール）

〜2000 年度

【〜2005 年度】

特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦（報酬⽐例部分） ⽼齢厚⽣年⾦

特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦（定額部分） ⽼齢基礎年⾦

60 歳 65 歳

2001〜2003 年度

【2006〜2008 年度】

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

60 歳 61 歳

60 歳 62 歳

60 歳 63 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

60 歳 64 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

60 歳

特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦（報酬⽐例部分） ⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

60 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

61 歳

60 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

62 歳

60 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

63 歳

60 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

64 歳

60 歳

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

昭和16【昭和 21】年

４月１日以前に生まれた人

※対象となる人【⼥性】

⽼齢厚⽣年⾦

⽼齢基礎年⾦

昭和18【昭和 23】年４⽉２⽇〜

昭和20【昭和 25】年４月１日生

昭和20【昭和 25】年４⽉２⽇〜

昭和22【昭和 27】年４月１日生

昭和22【昭和 27】年４⽉２⽇〜

昭和24【昭和 29】年４月１日生

昭和24【昭和 29】年４⽉２⽇〜

昭和28【昭和 33】年４月１日生

昭和28【昭和 33】年４⽉２⽇〜

昭和30【昭和 35】年４月１日生

昭和30【昭和 35】年４⽉２⽇〜

昭和32【昭和 37】年４月１日生

昭和32【昭和 37】年４⽉２⽇〜

昭和34【昭和 39】年４月１日生

昭和34【昭和 39】年４⽉２⽇〜

昭和36【昭和 41】年４月１日生

昭和36【昭和 41】年４月２日

以降に⽣まれた⼈

昭和16【昭和 21】年４月２日

〜

昭和18【昭和 23】年４月１日

対象年度【⼥性】

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

65 歳

2007〜2009 年度

【2012〜2014 年度】

2004〜2006 年度

【2009〜2011 年度】

2013〜2015 年度

【2018〜2020 年度】

2016〜2018 年度

【2021〜2023 年度】

2019〜2021 年度

【2024〜2026 年度】

2022〜2024 年度

【2027〜2029 年度】

2025年度〜

【2030年度〜】

2010〜2012 年度

【2015〜2017 年度】

2013 年度

【2018 年度】
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制度発⾜当初、⽼齢厚⽣年⾦は、退職した場合に⽀給されるものであり、「在職」中は

⽀給されませんでした。しかし、⾼齢者は低賃⾦の場合が多く、賃⾦だけでは⽣活が困難

であるという社会状況を踏まえ、「在職」中も⽼齢厚⽣年⾦の⼀部を⽀給する制度（在職

⽼齢年⾦制度）が導⼊されました。

その後、働いても年⾦が不利にならないようにするという観点と現役世代の負担に配慮

する観点から、制度の⾒直しが何度か⾏われ、現在は、賃⾦（ボーナス込みの⽉収）に応

じて、⽼齢厚⽣年⾦の⼀部または全部の⽀給が停⽌される仕組みです。なお、基礎年⾦は

支給停止の対象とはなりません。

② 離婚時における厚⽣年⾦の分割

厚⽣年⾦の被保険者が負担した厚⽣年⾦の保険料は、夫婦が共同して負担したものと考え

られることから、その離婚時に、以下の⽅法により、配偶者の厚⽣年⾦を分割できます。

ア．当事者の合意や裁判所の決定があれば、第３号被保険者ではなかった共働き期間なども

含む婚姻期間についての厚⽣年⾦の分割を受けることができます。

※ 分割割合は、婚姻期間中に夫婦として納めた保険料納付記録の合計の２分の１が限度

イ．当事者の合意や裁判所の決定がなくても、平成20年４⽉以降の扶養されていた第３号

被保険者期間は、配偶者の厚⽣年⾦（保険料納付記録）を２分の１に分割できます。

※ イについては、配偶者の所在が⻑期にわたり明らかでない場合など、分割を適⽤す

ることが必要な事情にあると認める場合にも、分割することが可能です。

【会社員の夫と専業主婦の妻が離婚した場合のイメージ】

第２号

被保険者期間

夫

妻

第２号

被保険者期間

第２号

被保険者期間

結婚 離婚など

第２号被保険者期間

第３号被保険者期間

１／２

■⽼齢厚⽣年⾦の⽀給停⽌（在職⽼齢年⾦制度）
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事故などにより重い障害を負ってしまったような場合の生活を支えるために支給されるのが、

障害年⾦です。障害の等級によって年⾦額が決まります。

障害基礎年⾦ 障害厚⽣年⾦

支

給

要

件

①保険料納付要件

ア）初診日の前日において、初診日の月の前々

月までに被保険者期間があり、かつ、被保険

者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除

期間を合わせた期間が２／３以上である。

イ）初診⽇の属する⽉の前々⽉までの１年間に

保険料の滞納がない。（直近1年要件の特例）

②初診日に、被保険者であるか、または被保

険者であった人で60歳以上65歳未満の国

内居住者である

③障害の状態

障害認定日※１に、障害の程度が１級・２級に

該当する。

(障害認定日に該当しなかった場合でも、65歳に

達する日の前日までの間に障害が重くなり、１

級・２級に該当した時は、受給できる)

※20歳前傷病による障害基礎年⾦

初診日に20歳未満であった人が、(ⅰ)20歳に

達した日に１級・２級の障害の状態にあると

き、または、(ⅱ)20歳に達した後に１級・２級

の障害の状態となったときは、障害基礎年⾦が

支給される。ただし、所得制限※２がある。

①保険料納付要件

障害基礎年⾦と同じ。

②初診日に、被保険者である

③障害の状態

障害認定日※１に、障害の程度が1級〜

3級に該当する。

年
金
額
（
令
和
元
年
度
）

１級 780,100円 × 1.25 ＋ 子の加算

２級 780,100円 ＋ 子の加算

※ 子の加算

第１子・第２子︓各224,500円
第３⼦以降 ︓各74,800円

1級 ⽼齢厚⽣年⾦額×1.25＋配偶者の加算

2級 ⽼齢厚⽣年⾦額＋配偶者の加算

3級 ⽼齢厚⽣年⾦額

（最低保障額 584,500円）

※ 配偶者の加算･･･224,500円

（注）障害厚⽣年⾦を計算する際、被保険者期間が

300ヵ月（＝25年）に満たないときは300ヵ

月（＝25年）として計算。

※１ 障害認定⽇とは、初診⽇から１年６ヵ⽉経過した⽇（その間に症状が固定した場合は、固定した⽇）をいう。

※２ 所得制限の目安 全額支給停止︓462.1万円、２分の１支給停止︓360.4万円

（２）障害を負ったとき（障害年⾦）
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〇 障害等級

〇 基礎年⾦と厚⽣年⾦の受給できる組み合わせ

【65歳以上の方の場合】

・「⽼齢基礎年⾦」を受給する場合（①）は、「⽼齢厚⽣年⾦」⼜は「遺族厚⽣年⾦」のどち

らか１つを選択して同時に受給することができます。

・「障害基礎年⾦」を受給する場合（②）は、「⽼齢厚⽣年⾦」、「障害厚⽣年⾦」、「遺族厚⽣

年⾦」のうちいずれか１つを選択して同時に受給することができます。

・「遺族基礎年⾦」を受給する場合（③）は、「遺族厚⽣年⾦」を同時に受給することができ

ます。

厚⽣年⾦

国⺠年⾦
⽼齢厚⽣年⾦ 障害厚⽣年⾦ 遺族厚⽣年⾦

①⽼齢基礎年⾦ ○ × ○

②障害基礎年⾦ ○ ○ ○

③ 遺族基礎年⾦ × × ○

（注）○︓選択できる組み合わせ ×︓選択できない組み合わせ

障害の状態

１級

他⼈の介助を受けなければ、ほとんど⾃らのことができない程度の状態

（具体例）

① 両眼の視⼒の和が0.04以下の場合

② 両手のすべての指を失った場合

③ 両足を足関節以上で失った場合 など

２級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、

就労ができない程度の状態

（具体例）

① 両眼の視⼒の和が0.05以上0.08以下の場合

② 片手のすべての指を失った場合

③ 片足を足関節以上で失った場合 など

３級

（障害厚生

年⾦のみ）

就労に著しい制限を受ける程度の状態

（具体例）

① 両眼の視⼒が0.1以下に低下した場合

② 一上肢の3大関節のうち、2関節に著しい障害を残す場合

③ 一下肢の3大関節のうち、2関節に著しい障害を残す場合 など
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【65歳未満の方の場合】

・「⽼齢基礎年⾦」を受給する場合は、「⽼齢厚⽣年⾦」を同時に受給することができます。

（注）

・「障害基礎年⾦」を受給する場合は、「障害厚⽣年⾦」を同時に受給することができます。

・「遺族基礎年⾦」を受給する場合は、「遺族厚⽣年⾦」を同時に受給することができます。

（注）65歳未満が受給する⽼齢基礎年⾦は、繰上げ⽀給の⽼齢基礎年⾦です。また、65歳未満が受給する⽼齢厚⽣年⾦は、

特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦⼜は繰上げ⽀給の⽼齢厚⽣年⾦です。
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⼀家の⼤⿊柱が亡くなったときに、残された家族の⽣活の安定のために支給されるのが、遺

族年⾦です。年⾦額は、遺族基礎年⾦が定額であるのに対し、遺族厚⽣年⾦は亡くなった⽅の

保険料を納めた期間などによって決まります。

遺族基礎年⾦ 遺族厚⽣年⾦

支
給
要
件

①次の要件のいずれかに該当すること

ア）短期要件

Ⓐ被保険者が死亡したとき 

Ⓑ被保険者であったことがある60歳以上65歳未満

の人で国内に住所を有する人が死亡したとき

イ）⻑期要件

⽼齢基礎年⾦（保険料納付済期間等が25年以

上のものに限る。）の受給権者または保険料納付

済期間等が25年以上ある人が死亡したとき

②保険料納付要件

短期要件の場合は、死亡日前日において、死亡日

の月の前々月までに被保険者期間があり、かつ被保

険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間

を合わせた期間が２／３以上であること（障害基礎

年⾦と同様の直近１年要件の特例あり）

③遺族の範囲

死亡した人によって生計を維持されていた次の人

に支給される。

Ⓐ⼦※１のある配偶者

Ⓑ⼦※２

①次の要件のいずれかに該当すること

ア）短期要件

Ⓐ被保険者が死亡したとき 

Ⓑ被保険者期間中に初診日のある傷病によっ

て初診日から５年以内に死亡したとき

Ⓒ１級または２級の障害厚⽣年⾦受給権者が

死亡したとき

イ）⻑期要件

⽼齢厚⽣年⾦（保険料納付済期間等が

25年以上のものに限る。）の受給権者ま

たは保険料納付済期間等が25年以上ある

人が死亡したとき

②保険料納付要件

短期要件のⒶ・Ⓑの場合は、遺族基礎年⾦

と同様の保険料納付要件を満たすことが必要

③遺族の範囲

死亡した人によって生計を維持されていた

次の⼈に支給される。ただし、ⒸⒹⒺは先順

位の人が受給するときは遺族とはならない。

Ⓐ配偶者※３
（夫は55歳以上、支給は60歳か

ら）

Ⓑ⼦※２

Ⓒ⽗⺟（55歳以上、60歳から支給）

Ⓓ孫（⼦と同じ年齢要件あり）

Ⓔ祖⽗⺟（55歳以上、60歳から支給）

年
金
額
（
令
和
元
年
度
）

780,100円 ＋ 子の加算

●子の加算

第１子・第２子︓各224,500円
第３⼦以降 ︓各 74,800円

死亡した者の⽼齢厚⽣年⾦額×３/４

（注）短期要件の場合、死亡した⼈の⽼齢厚⽣

年⾦の計算をする際、被保険者期間が300

ヵ月（25年）に満たないときは300ヵ月

（25年）。

※１ 子は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年⾦の障害等級1級または2級の子をいう。

※２ ⼦に対する遺族基礎年⾦・遺族厚⽣年⾦は、配偶者が遺族基礎年⾦・遺族厚⽣年⾦の受給権を有する期間、支給を停⽌する。

※３ 夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻などに対して支給される遺族厚⽣年⾦は、５年間の有期給付。

（３）⼀家の⼤⿊柱が亡くなったとき（遺族年⾦）
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① 遺族厚⽣年⾦と⽼齢厚⽣年⾦の併給

⽼齢厚⽣年⾦を受ける権利がある65歳以上の⼈が、配偶者の死亡による遺族厚⽣年⾦を受

けるときは、次の(1)と(2)の額を⽐較し、⾼い⽅の年⾦額を受け取ることになります。

(1)「死亡した配偶者の⽼齢厚⽣年⾦の４分の３」

(2)「死亡した配偶者の⽼齢厚⽣年⾦の２分の１」と「本⼈の⽼齢厚⽣年⾦（⼦の加給年⾦

額を除く）の額の２分の１」を合計した額

実際に年⾦を受け取る際には、上記の計算⽅法で決まった年⾦額と本⼈の⽼齢厚⽣年⾦の

満額との差額が遺族厚⽣年⾦として支給されます。

【イメージ図︓夫の⽼齢厚⽣年⾦は10.2万円、妻の⽼齢厚⽣年⾦は3.9万円で夫が死亡した場合】

この場合、(１)の計算では、年⾦額7.7万円、(２)の計算では、年⾦額7.1万円となり、年

⾦額の⾼い(１)の方法で併給することになります。

② 中高齢寡婦加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚⽣年⾦には、40歳から65歳になるまでの間、

585,100円（年額）が加算されます。これを、中⾼齢寡婦加算といいます。

・ 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。

・ 遺族厚⽣年⾦と遺族基礎年⾦を受けていた⼦がいる妻（40歳に達した当時、子がいるた

め遺族基礎年⾦を受けていた妻に限る）が、⼦が⼀定の年齢になったことにより、遺族基

礎年⾦を受給できなくなったとき。

夫死亡前 遺族厚⽣年⾦の受給

7.1 万円

【夫】 【妻】

１/２

１/２

(２)の計算方法

5.1 万円

2.0 万円

⽼齢厚⽣

年⾦

10.2 万円

⽼齢基礎

年⾦

夫死亡前 遺族厚⽣年⾦の受給

7.7 万円

夫の⽼齢厚⽣年⾦の

３/４

【夫】 【妻】

(１)の計算方法

⽼齢基礎

年⾦

⽼齢基礎

年⾦

⽼齢基礎

年⾦

⽼齢基礎

年⾦

⽼齢基礎

年⾦

⽼齢厚⽣

年⾦

3.9 万円

⽼齢厚⽣

年⾦

10.2 万円

⽼齢厚⽣

年⾦

3.9 万円

⽼齢厚⽣

年⾦

3.9 万円

⽼齢厚⽣

年⾦

3.9 万円

遺族厚生

年⾦

3.8 万円

（7.7-3.9 万円)

遺族厚生

年⾦

3.2 万円

（7.1-3.9 万円）

【妻】 【妻】

7.7 万円
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① 国⺠年⾦におけるその他の給付

ア．寡婦年⾦

寡婦年⾦は、国⺠年⾦の第１号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間

を合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫の死亡当時、夫によって⽣計を維持さ

れ、かつその婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間、

支給されます。

年⾦額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した⽼齢基礎年⾦額の３／４です。

イ．付加年⾦

付加年⾦は、国⺠年⾦の付加保険料を納めた場合に、⽼齢基礎年⾦に加算して支給さ

れます。付加保険料額は⽉額400円で、受給額（年額）は200円×付加保険料納付⽉数で

計算されます。国⺠年⾦の第１号被保険者以外の⼈は付加保険料を納めることはできま

せん（国⺠年⾦基⾦に加⼊している⼈は、掛⾦に付加保険料相当分が含まれています）。

（例）20歳から60歳まで毎⽉付加保険料を納めた場合（総額192,000円）

→ 年⾦額 96,000円増額（終身）

ウ．死亡⼀時⾦

死亡⼀時⾦は、⽼齢基礎年⾦・障害基礎年⾦のいずれも受給しないまま死亡し、その

遺族が遺族基礎年⾦を受給できない場合に、支給されます。

第１号被保険者としての保険料納付済期間の⽉数等※が、36ヵ月以上の人が対象です。

エ．脱退⼀時⾦

脱退⼀時⾦は、第１号被保険者としての保険料納付済期間の⽉数等※が６ヵ月以上あ

る外国⼈で、⽼齢基礎年⾦の支給要件を満たしていない者が、年⾦の支給を受けないま

ま帰国したときに、請求により支給されます。（日本⼈の場合は、本⼈が保険料を納め

ず未納となっている場合などを除き、⽼齢基礎年⾦を受給できるため、脱退⼀時⾦は支

給されません。）

※ 保険料納付済期間の⽉数等とは、以下を合算したもの。

(1) 保険料納付済期間の⽉数

(2) 保険料１／４免除期間の⽉数×３／４

(3) 保険料半額免除期間の⽉数×１／２

(4) 保険料３／４免除期間の⽉数×１／４

② 厚⽣年⾦におけるその他の給付

ア．障害⼿当⾦

障害⼿当⾦は、障害基礎年⾦を受けるのに必要な保険料納付済期間のある⼈が、厚⽣

年⾦被保険者期間中に病気やけがをし、5年以内に症状が固定した場合で、⼀定程度の

障害の状態にあるときに支給されます。

（４）その他の給付を受け取れるとき
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イ．脱退⼀時⾦

脱退⼀時⾦は、厚⽣年⾦の被保険者期間が6ヵ⽉以上ある外国⼈で、⽼齢厚⽣年⾦の

支給要件を満たさず、年⾦の支給を受けないまま帰国したときに、請求により支給しま

す（国⺠年⾦の脱退⼀時⾦と同じ考え⽅）。

【脱退⼀時⾦の額】

対象月数 国⺠年⾦（令和元年度） 厚⽣年⾦

６ヵ月以上12ヵ月未満 49,230円 平均標準報酬額×保険料率×1/2×６

12ヵ月以上18ヵ月未満 98,460円 平均標準報酬額×保険料率×1/2×12

18ヵ月以上24ヵ月未満 147,690円 平均標準報酬額×保険料率×1/2×18

24ヵ月以上30ヵ月未満 196,920円 平均標準報酬額×保険料率×1/2×24

30ヵ月以上36ヵ月未満 246,150円 平均標準報酬額×保険料率×1/2×30

36ヵ月以上 295,380円 平均標準報酬額×保険料率×1/2×36

（注）保険料率は、厚⽣年⾦保険の被保険者期間の最終⽉によって、次のように規定されている。

１⽉〜８⽉ ︓前々年の10⽉の保険料率 / ９⽉〜12⽉︓前年の10⽉の保険料率

③ その他の給付

ア．特別障害給付⾦

(ⅰ)平成３年３⽉以前に国⺠年⾦任意加⼊対象であった学⽣、または(ⅱ)昭和61年３

⽉以前に国⺠年⾦任意加入対象であったサラリーマンの配偶者で、任意加入していなか

った期間内に初診日があり、現在、障害基礎年⾦１級⼜は２級相当の障害の状態にある

⼈には、特別障害給付⾦が支給されます。ただし、65歳前にその障害状態に該当した場

合に限られます。

〔令和元年度の支給額〕

障害基礎年⾦１級に該当する⼈ 月額52,150円

障害基礎年⾦２級に該当する⼈ 月額41,720円

（注）支給額は毎年度、物価の変動に応じて改定される。また、本⼈の所得によっては、支給額が全額または半額、

制限される場合がある。（所得制限の目安は、P.18の20歳前傷病による障害基礎年⾦と同じ）

〔請求の窓口〕

住所地の市区町村

イ．年⾦⽣活者支援給付⾦

年⾦を受給しながら⽣活をしている⾼齢者や障害者などの中には、年⾦を含めても所得

が低く、経済的な支援を必要としている人がいるため、社会保障と税の一体改革に伴い、平

成24年に「年⾦⽣活者支援給付⾦制度」を創設しました。年⾦⽣活者支援給付⾦は、消費税

率を10％に引き上げたとき（令和元年10月）に、その財源を基に支給されます。

年⾦⽣活者支援給付⾦制度の種類とそれぞれの対象者・支給額は以下のとおりです。
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【⾼齢者への給付⾦（⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦）】

支
給
要
件

① 65歳以上の⽼齢基礎年⾦の受給者であること

② 前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得（給与所得や利⼦所得など）との合計額が、⽼

齢基礎年⾦満額相当（約78万円） ※１以下であること

③ 同⼀世帯の全員が市町村⺠税⾮課税であること

支
給
額

⑴と⑵の合計額
 ⑴ 保険料納付済期間に基づく額（⽉額）

＝ 5,000円
※２

×保険料納付済期間（⽉数）/ 480月

 ⑵ 保険料免除期間に基づく額（⽉額）

＝ 約10,800円
※３

×保険料免除期間（⽉数）/ 480月

※１ 毎年度、⽼齢基礎年⾦の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

※２ 毎年度、物価変動に応じて改定。

※３ ⽼齢基礎年⾦満額（⽉額）の1/6（保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合）。ただし、保険料1/4免除期

間の場合は、⽼齢基礎年⾦満額（⽉額）の1/12（約5,400円）。

【⾼齢者への給付⾦（補⾜的⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦）】

支
給
要
件

① 65歳以上の⽼齢基礎年⾦の受給者であること

② ⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の所得要件（支給要件の②）を満たさない⼀⽅で、前年の公的年

⾦等の収⼊⾦額とその他の所得との合計額が、約88万円 ※１以下であること

③ 同⼀世帯の全員が市町村⺠税⾮課税であること

支
給
額

⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦を受けられる⼈との所得の逆転を防ぐよう政令で
定める額

※１ 令和元年度は879,300円。

【障害者や遺族への給付⾦（障害年⾦⽣活者支援給付⾦・遺族年⾦⽣活者支援給付⾦）】

支
給
要
件

① 障害基礎年⾦または遺族基礎年⾦の受給者であること

② 前年の所得※1が、462万1,000円以下※2であること

支
給
額

障害等級２級の者及び遺族である者 ･･･5,000円※３（月額）
障害等級１級の者 ･･･6,250円※３（月額）

※１ 障害年⾦・遺族年⾦等の⾮課税収⼊は、給付⾦の判定に⽤いる所得には含まれない。

※２ 20歳前障害基礎年⾦が支給停⽌となる所得基準額と同額となるよう設定。扶養親族等の数に応じて増額する。

※３ 毎年度、物価変動に応じて改定。
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前年からの賃⾦

（物価）の伸び

【⻑期的な財政の枠組み】

少⼦⾼齢化が進⾏する中で、財源の範囲内で年⾦給付を賄えるよう、公的年⾦制度の⻑期

的な財政の枠組みとして、以下の仕組みを設けています。この年⾦額の調整の仕組みをマク

ロ経済スライドと呼んでいます。

①保険料⽔準を固定する（平成29年度まで引上げ）

＜収入＞ ②基礎年⾦給付費に対する国庫負担割合を２分の１とする

③積⽴⾦を活⽤することで固定する

＜支出＞ ④⻑期的な収支が均衡するように、年⾦額を調整する

【マクロ経済スライドの仕組み】

年⾦額は、賃⾦や物価の変動に応じて改定するのが原則です。マクロ経済スライドとは、

⻑期的に財政が均衡するために必要と⾒込まれる⼀定期間※について、現役世代の人口減少

や平均余命の伸びを考慮した「調整率」を毎年度設定し、調整率に相当する分だけ賃⾦や物

価による年⾦額の上昇を抑える仕組みです。

また、年⾦受給者に配慮して、前年度より年⾦額を下げる調整までは⾏わない措置（名⽬

下限措置）をとっているため、マクロ経済スライドによって名⽬の年⾦額が下がることはあ

りません。

※ ５年に⼀度の財政検証の際、おおむね100年間の財政均衡期間の終了時に、その時点の給付費の１年分程度の積⽴⾦を保

有することができるように、年⾦額の伸びの調整を⾏う期間を設定する。

（５）マクロ経済スライドの発動

マクロ経済スライド

調整率

実際の年⾦額の
改定率

（
物
価
）

賃
金
上
昇
率



３．年⾦を受け取る

27

今後、デフレからの脱却に伴いマクロ経済スライドによる給付水準の調整が進んでいくこ

ととなりますが、将来世代の年⾦の給付水準を確保するためには、景気変動の中でこの調整

を極⼒先送りしないようにすることが重要です。

こうした観点から、マクロ経済スライドについて、名目下限措置を維持しつつ、物価、賃

⾦が上昇したときに、前年度に調整できず繰り越した未調整分（キャリーオーバー）を調整

する仕組みを導入しました（平成 30 年４⽉〜）。令和元年度の年⾦額改定については、マク

ロ経済スライドが発動するとともに、平成 30 年度に発⽣した未調整分も解消され、平成30

年度から 0.1％プラスで改定されました。

Ⅰ景気拡大期

年⾦額の
改定率

賃⾦
（物価）

完全調整

Ⅱ景気後退期

賃⾦
（物価）

部分調整

年⾦額改定なし

年⾦額の名⽬下限を維持
（現在の高齢世代に配慮）

Ⅲ景気回復期

完全調整
＋

未調整分の調整

キャリーオーバー分の調整

年⾦額の改定率

賃⾦
（物価）

未調整分をキャリーオーバー
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⽇本の公的年⾦制度は、基本的に⽇本国内に住んでいる⼈が対象で、原則として、外国で

⽣活をする場合は、公的年⾦制度に加⼊する必要はありません。しかし、⽇本の企業に雇わ

れたまま外国で働く場合は、⽇本の公的年⾦制度に加⼊することになります。また、外国で

⽣活をする場合でも、⽇本の公的年⾦制度に任意で加⼊することができます。

この章では、「外国で⽣活する」ときの公的年⾦制度について、説明します。

⽇本⼈でも外国に住んでいる⼈は、外国の公的年⾦制度への加⼊が義務付けられているこ

とがあります。また、日本企業に雇われたままで外国に派遣されている場合など、外国に住

んでいても⽇本の厚⽣年⾦に加⼊することがあります。

このように、⽇本企業から外国に派遣されて働く場合は、⽇本と外国の制度の両⽅に加⼊

し保険料を払わなければならないということがあります。（⼆重負担の課題）

また、外国の公的年⾦制度に加⼊していた期間が短い場合には、保険料を払ったにも関わ

らず、外国の年⾦を受けられないということがあります。（年⾦受給資格の課題）

これらの課題に対し、現在、各国と「社会保障協定」を結び、⽇本と外国のどちらの制度

に加⼊するかなどのルールを定めています。これにより、⼆重負担を防ぐとともに、年⾦の

受給資格期間の計算に際して、⽇本と外国の年⾦制度への加⼊期間を相互に通算し、年⾦を

受給できるようにしています。

【社会保障協定による効果】

① 二重負担の防止 【日本から外国に一時的に派遣され勤務していた場合】

② 加入期間の通算(注1) 【例︓⽇本から⽶国に⻑期に派遣され勤務していた場合】

（１）企業から外国に派遣されるとき（社会保障協定）

４．外国で生活する

協定発効前

外国の制度加⼊

⽇本の制度加⼊

△
外国へ派遣

△
日本へ帰国

△
外国へ派遣

△
日本へ帰国

協定発効後

外国の制度適⽤免除

⽇本の制度加⼊

日本就労期間
10 年

米国就労期間
6年

日本就労期間
10 年

△
米国へ派遣

△
日本へ帰国

協定発効前

加入期間
６年＜10 年（注 2）

⽶国の年⾦ 不⽀給

協定発効後

加入期間
26年＞10 年（注 2）

⽶国の年⾦６年分を支給
（⽀給額は６年分）

(注 1) 一部の協定には「加入期間の通算」に関する規定は含まれておりません。

(注 2）⽶国の年⾦受給のために必要な加⼊期間は 10 年相当
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○ 社会保障協定締結などの状況（令和元年９月1日時点）

平成12年２⽉にドイツとの間で協定が発効して以来、欧⽶先進国を中⼼に２０ヵ国との間

で協定が発効しています。また、昨今の日本と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国と

の間でも協定の締結を進めています。

留学などにより外国で⽣活する場合、原則として⽇本の公的年⾦制度に加⼊する義務はあり

ません。しかし、その期間は、将来受け取る年⾦額には反映されず、また、もし事故などで重

い障害を負ってしまったときにも、障害基礎年⾦を受給することはできません。

そこで、外国で⽣活をする⽇本⼈が希望すれば、⽇本の公的年⾦制度へ任意で加⼊できる制

度（任意加⼊制度）があります。任意加⼊をする場合には、市区町村や年⾦事務所で⼿続きを

⾏い、国⺠年⾦の第１号被保険者と同様、毎⽉定額の保険料を納めます。保険料を納付した期

間は、将来の年⾦額に反映されるほか、もしものときには障害基礎年⾦を受け取ることができ

ます。

（２）外国で国⺠年⾦に任意加⼊するとき（任意加⼊制度）
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私的年⾦は、公的年⾦の給付と相まって、高齢期の所得確保を支援する制度です。企業や個

人は、それぞれのニーズに合わせて制度を活⽤することができます。この章では、「私的年⾦

への加入」について、具体的に説明します。

私的年⾦は⼤きく分けると確定給付型と確定拠出型の２種類があります。確定給付型とは、

加⼊した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年⾦制度です。加⼊者が高齢

期の⽣活設計を⽴てやすい反⾯、運⽤の低迷などで必要な積⽴⽔準が不⾜した場合は、企業な

どが追加拠出をしなければならない仕組みです。

⼀⽅、確定拠出型とは、拠出した掛⾦額とその運⽤収益との合計額を基に給付額を決定する

年⾦制度です。企業が追加拠出をする必要は⽣じませんが、加⼊者⾃らが運⽤を⾏うことで給

付額を確保し、⾼齢期の⽣活設計を⽴てる必要があります。

【私的年⾦の種類】

※ 公的年⾦制度の健全性及び信頼性の確保のための厚⽣年⾦保険法等の⼀部を改正する法律（平成 25年法律第 63号）により、平成26年４⽉１⽇以

降、厚⽣年⾦基⾦の新規設⽴は認められていない。（平成 26年４⽉１⽇から５年間の時限措置として基⾦の解散時の納付⽅法などの特例あり）。

タイプ 種類 概 要

確定

給付型

確定給付企業年⾦

（規約型）

労使が合意した年⾦規約に基づき、企業と信託会社や生命保険会社な

どが契約を結んで、⺟体企業の外で年⾦資産を管理・運⽤し、⽼齢厚

⽣年⾦の上乗せ給付を⾏う。

確定給付企業年⾦

（基⾦型）

⺟体企業とは別の法⼈格を有する基⾦を設⽴した上で、その基⾦が年

⾦資産を管理・運⽤し、⽼齢厚⽣年⾦等の上乗せ給付を⾏う。

厚⽣年⾦基⾦
※

一企業単独、親企業と子企業が共同、または同種同業の多数企業が共

同して、厚⽣年⾦基⾦を設⽴し、⽼齢厚⽣年⾦の⼀部を代⾏して給付

を⾏うとともに、独⾃の上乗せ給付を⾏う。

確定

拠出型

確定拠出年⾦

（企業型）

企業がその従業員のために企業と契約した信託会社や生命保険会社な

どの資産管理機関に拠出した掛⾦を、従業員ごとに積み⽴て、従業員

⾃らが企業と契約した運営管理業務を⾏う⾦融機関等を通じて資産管

理機関に運⽤の指図を⾏い、⽼齢厚⽣年⾦等の上乗せ給付を⾏う。

確定拠出年⾦

（個人型）

<愛称︓iDeCo>

加⼊者が、⾃ら国⺠年⾦基⾦連合会に拠出した掛⾦を、加⼊者ごとに

国⺠年⾦基⾦連合会と契約した信託会社や生命保険会社などの事務委

託先⾦融機関に積み⽴て、加⼊者⾃らが⾦融機関運営管理業務を⾏う

⾦融機関等を通じて事務委託先⾦融機関に運⽤の指図を⾏い、⽼齢厚

⽣年⾦等の上乗せ給付を⾏う。

確定

給付型
国⺠年⾦基⾦

自営業者などが、都道府県ごとの地域型国⺠年⾦基⾦や、同種の事

業・業務に従事する人による職能型国⺠年⾦基⾦に掛⾦を拠出し、そ

の基⾦が年⾦資産を管理・運⽤し、⽼齢基礎年⾦の上乗せ給付を⾏

う。

５．私的年⾦に加⼊する

（２）私的年⾦の種類

（１）私的年⾦制度とは
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① 確定給付企業年⾦制度（ＤＢ）

確定給付企業年⾦制度は、労使の合意で⽐較的柔軟な制度設計が可能であり、給付額が

推定できるなどの⻑所があります。

確定給付企業年⾦には以下の２種類があります。

ア．規約型確定給付企業年⾦

実施主体は確定給付企業年⾦を実施する厚⽣年⾦適⽤事業所の事業主です。労使が

合意した年⾦規約に基づき、企業と信託会社・⽣命保険会社などが契約を結び、⺟体

企業の外で年⾦資⾦を管理・運⽤し、年⾦給付を⾏います。

イ．基⾦型確定給付企業年⾦

実施主体は企業年⾦基⾦です。企業が別の法⼈格を持った企業年⾦基⾦を設⽴し、

企業年⾦基⾦で年⾦資⾦を管理・運⽤し、年⾦給付を⾏います。

【規約型と基⾦型のイメージ図】

支払い指図

② 確定拠出年⾦制度（ＤＣ）

確定拠出年⾦制度は、拠出された掛⾦が加⼊者ごとに区分され、その掛⾦と自らの指図

による運用の運用益との合計額をもとに、給付額が決定される年⾦制度です。確定給付型

の企業年⾦を⾏うことが難しい中⼩企業の従業員や⾃営業者などのニーズに応え、離職・

転職にも対応しやすい制度となっており、年々その規模を拡⼤しています。

確定拠出年⾦には以下の２種類があります。

年⾦規約

企業
掛⾦

企業

信託契約・保険契

約など

裁定
給付

給付

請求

基⾦

裁
定

請
求

〔規約型〕 〔基⾦型〕

信託会社・

生命保険

会社等

年⾦規約

事業主

労働組合

（または過半数

を代表する者）

受給権者

基⾦設⽴の合意

信
託
会
社
・
生
命
保
険

会
社
等

執⾏機関

（理事⻑・理

事・幹事）

代議員会

事業主

受給権者

労働組合

（または過半数

を代表する者）
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ア．企業型確定拠出年⾦

掛⾦は、企業が拠出します。また、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛⾦を越えない

範囲で、加入者の拠出（マッチング拠出）も可能です。

※2018 年５⽉に、設⽴条件を⼀定程度パッケージ化された制度とすることで、設

⽴時に必要な書類等を削減して設⽴⼿続きを緩和し、制度運営についても負担の少

ないものとした中小企業（注）向けの制度（簡易型企業年⾦）を創設しました。

イ．個⼈型確定拠出年⾦（愛称︓iDeCo）

掛⾦は、個⼈が拠出します。平成 29 年１⽉からは、基本的に 20歳以上 60歳未満

の全ての方が加入できるようになりました。

加⼊を希望する際には、国⺠年⾦基⾦連合会（https://www.ideco-koushiki.jp）

に申請する必要があります。

※2018年５⽉に、企業年⾦を実施していない中⼩企業（注）が、iDeCo に加入す

る従業員の掛⾦に追加して、事業主が掛⾦を拠出することができる制度（愛称︓

iDeCo＋）を創設しました。

（注）厚⽣年⾦被保険者が 100 人以下の企業がア及びイを実施できる対象です。

【対象者・拠出限度額と他の年⾦制度への加⼊の関係】

（注１）拠出限度額の範囲内で事業主拠出に加え、加入者も拠出可能（マッチング拠出）。ただし、加入者拠出は事業主拠出を

超えない範囲内でのみ可能。

（注２）企業年金を実施していない従業員 100 人以下の事業主は、拠出限度額の範囲内で加入者拠出に加え、事業主も拠出

可能（中小事業主掛金納付制度）。

（注３）国民年金第２号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65 歳以上で老齢、または、退

職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。
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国⺠年⾦基⾦制度は、⾃営業者やフリーランスなど国⺠年⾦の第１号被保険者が、⽼後の

所得保障の充実を図るために、任意で加⼊する制度です。

国⺠年⾦基⾦には、「地域型国⺠年⾦基⾦」である全国国⺠年⾦基⾦と職種別に設⽴され

た３つの「職能型国⺠年⾦基⾦」があります。

・「地域型国⺠年⾦基⾦」の全国国⺠年⾦基⾦（※）については、国⺠年⾦の第１号被保険

者であれば住所地や業種は問わず加入できます。

・「職能型国⺠年⾦基⾦」については、基⾦ごとに定められた事業または業務に従事する国

⺠年⾦の第１号被保険者の⽅が加⼊できます。

※ 全国国⺠年⾦基⾦は、2019年４⽉に全国 47都道府県の地域型国⺠年⾦基⾦と 22 の職

能型国⺠年⾦基⾦が合併し、設⽴されたものです。

国⺠年⾦基⾦は、加⼊者⾃らが年⾦額・給付の型を選択して加入し、その選択した年⾦

額・給付の型と加⼊時の年齢などに基づき定められた額の掛⾦を⽀払います。掛⾦の上限は、

月額 68,000円です（個⼈型確定拠出年⾦に加⼊している場合は、合わせて 68,000 円）。

国⺠年⾦基⾦は 65 歳から⽣涯受け取る終⾝年⾦が基本なので、⻑い⽼後の⽣活に備える

ことができます。

【⽼齢基礎年⾦に上乗せされる国⺠年⾦基⾦の⽼齢年⾦⽉額】

加⼊年齢 35歳まで 45歳まで 50歳まで 50歳１ヵ⽉以降

１口目 ２万円 1.5万円 １万円
年⾦額は加⼊年齢

（⽉単位）で異なる
２⼝⽬以降 １万円 ５千円 ５千円

（注１）基⾦の給付は、⽼齢年⾦と遺族⼀時⾦（保証期間内に死亡した場合）

（注２）１⼝⽬は終⾝年⾦（2種類）の中から選択。さらに、年⾦額を増やしたい場合は、2⼝⽬以降を終⾝年⾦（２種類）や確定

年⾦（5種類）の中から選択。2⼝⽬以降は複数選択可能。

（３）国⺠年⾦基⾦制度
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厚⽣年⾦基⾦制度は、国に代わって厚⽣年⾦の給付の⼀部を代⾏して⾏う（代⾏給付）

とともに、企業の実情などに応じて独⾃の上乗せ給付を⾏うことができる制度です。

しかし、近年では、経済・運⽤環境の低迷に伴う財政悪化などによる基⾦の解散や、

代⾏部分を持たない確定給付企業年⾦制度への移⾏（＝代⾏返上）が⾏われ、基⾦数や

加入員数は減少傾向にありました。

さらに、平成24年の投資顧問会社による巨額の年⾦詐欺事件、いわゆる「AIJ事件」

を契機として、厚⽣年⾦基⾦制度の抜本的な⾒直しを求める声が⾼まり、平成 25 年通

常国会において「公的年⾦制度の健全性及び信頼性の確保のための厚⽣年⾦保険法等の

⼀部を改正する法律」が成⽴し、平成 26 年 4 月 1⽇に施⾏されました。この改正法の

施⾏後は、厚⽣年⾦基⾦の新設は認められなくなり、また、５年間の時限措置として特

例的な解散制度が導⼊され、他の企業年⾦制度への移⾏の促進が図られました。

【厚⽣年⾦基⾦数と加⼊者数】
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公的年⾦制度は、現役世代が保険料を納めて、⾼齢者などが年⾦を受け取るという「所得

の移転」を⾏っていますが、実際のお⾦の流れや積⽴⾦の管理・運⽤はどのようになってい

るのでしょうか。

この章では、公的年⾦制度にまつわるお⾦の流れなど「公的年⾦の財政」について、具体

的に説明します。

年⾦を給付するための資⾦をどのように調達していくかという計画を「財政⽅式」と⾔い

ます。財政⽅式には、制度に加⼊している⼈（被保険者）からの保険料で、その時々の年⾦

給付に必要な費用の全額を賄う「賦課
ふ か

⽅式」と、将来の年⾦給付に必要な原資を保険料で積

み⽴てていく「積⽴⽅式」があります。

年⾦制度は⻑期にわたる保障の仕組みであり、その間にインフレなど社会経済の⼤きな変

化があったとしても、生活の保障という役割を果たす必要があります。そこで、日本の公的

年⾦制度は、賦課⽅式を基本とした財政⽅式を運営しつつ、その上で⼀定の積⽴⾦を保有し、

その運⽤収益も活⽤しています。これにより、少⼦⾼齢化で増⼤する保険料負担の緩和を図

るとともに、物価や賃⾦が変動しても、その時々の社会情勢に応じた給付の実現を図ってい

ます。

【⽇本の公的年⾦制度の財政⽅式】

６．公的年⾦の財政

（１）公的年⾦の財政の仕組み
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公的年⾦は、約50兆円（年間）の給付を⾏っていますが、財源は、保険料と積⽴⾦の取り

崩しと運⽤収⼊の他に、国庫負担（税財源）もあります。国庫負担は、全国⺠共通の基礎年

⾦について、毎年度の給付費の⼀定割合を賄うことで、現役世代の保険料負担の軽減を図っ

ています。

【公的年⾦の収⼊と⽀出の概要（財政構造）】

※ 保険料と国庫負担以外にも、年⾦積⽴⾦の運⽤収益などの収⼊がある。

公的年⾦制度は、今後の少⼦⾼齢化に対応するために、これまでも制度改⾰を⾏ってきま

した。特に平成16年の制度改正では、今後さらに急速に進⾏する少⼦⾼齢化を⾒据えて、将

来にわたって制度を持続的で安⼼できるものとするため、おおむね100年の⻑期的な期間に

保険料の負担と給付の均衡を図る財政の枠組みを導⼊しました。

具体的には、以下の枠組みを機能させつつ、少なくとも５年に１度、給付と負担の均衡を

検証する（これを「財政検証」といいます）ことで、中⻑期的に持続可能な運営を図る仕組

みとしています。［→３（５）マクロ経済スライドの発動 P.25］

①上限を固定した上での保険料の引上げ

②基礎年⾦の国庫負担割合を「１／３」から「１／２」へ引上げ

③おおむね100年後の積⽴⾦の⽔準がその時点の給付費の１年分程度となるよう⽬標を設

定した上での積⽴⾦の活⽤

④財源の範囲内で年⾦の給付⽔準を調整する仕組み（マクロ経済スライド）の導⼊

保険料 38.9兆円

（令和元年度 予算）

年⾦給付 55.1 兆円

（令和元年度 予算）

年⾦積⽴⾦資産額
（国⺠年⾦、厚⽣年⾦）

164.1 兆円
（平成 29 年度末決算（時価））

13.0 兆円

（令和元年度 予算）

年⾦受給権者

4,077 万人

（平成 29 年度末）

公的年⾦加⼊者数

6,733 万人

（平成 29 年度末）

第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者

厚⽣年⾦※

被用者(会社員・公務員等)

国⺠年⾦の第２号被保険者

厚⽣年⾦
（報酬⽐例年⾦）
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公的年⾦は⾼齢者の収⼊の柱となるため国⺠の関⼼がとても強い⼀⽅、保険料を拠出

してから実際に年⾦を受給するまで⻑い期間を有することから、遠い将来に「本当に年

⾦を受け取れるのか」というような、制度の持続可能性を疑問視する声が多く聞かれま

す。こういった疑問に答えることのできる仕組みが『公的年⾦の財政検証』です。

財政検証では、少なくとも５年に１度、将来の⼈⼝や経済の前提を設定した上で、⻑

期的な年⾦財政の収⽀⾒通しやマクロ経済スライドの調整期間の⾒通しを作成し、年⾦

財政の健全性を検証します。2019（令和元）年財政検証では、幅の広い経済前提を設

定し、どのような経済状況の下ではどのような年⾦財政の姿になるのかということを幅

広く⽰すことで、年⾦制度にとって何が重要なファクターなのか、また、持続可能性や

年⾦⽔準の確保のためにどのような対応があり得るのかなど、様々な議論のベースを提

供できる検証作業となるよう留意しました。こうした財政検証の結果、経済成⻑と労働

市場参加の促進が進めば、現⾏制度の下で、将来的に所得代替率※50％の給付水準が確

保できることが確認されました。

財政検証に関するより広い情報公開の要請に応えるため、詳細結果等をまとめた資料

の公表を予定していますが、令和元年度分については現在作業中です。また、前回の財

政検証結果をまとめた「平成 26 年財政検証結果レポート」は厚⽣労働省のホームペー

ジ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093204.html）に公

開しています。さらに、ウェブ漫画を用いて財政検証を分かりやすく説明するホームペ

ージ「いっしょに検証︕公的年⾦」（http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/）も

作成していますので、是非そちらも併せてご覧ください。

※ 所得代替率とは、現役男⼦の平均⼿取り収⼊額（ボーナス込み）に対する厚⽣年⾦の標準的な年⾦受給世帯の年⾦額

（現役男⼦の平均的な賃⾦で40年間働いた者の報酬⽐例年⾦と⼆⼈分の基礎年⾦の和）の⽐率のことをいう。財政検証で

は給付⽔準の尺度として⽤いられ、次回の財政検証までの間に 50％を下回ると⾒込まれる場合には、給付⽔準調整の終了

について検討を⾏い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずることとしている。

■公的年⾦の財政検証
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年⾦積⽴⾦は被保険者が納めた保険料の⼀部であり、将来の年⾦給付の貴重な財源となる

ものです。そのため、年⾦積⽴⾦の運⽤は、専ら被保険者の利益のために⻑期的な観点から

安全かつ効率的に⾏うことにより、将来にわたって年⾦事業の運営の安定に役⽴つことを⽬

的として⾏っています。

厚⽣年⾦と国⺠年⾦の積⽴⾦の運⽤は、厚⽣労働⼤⾂の寄託を受けて、資⾦運⽤に特化し

た専⾨の法⼈である年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈（GPIF）が⾏っています。

厚⽣年⾦については、被⽤者年⾦の⼀元化により、平成 27 年 10 月から、GPIF で運用す

る積⽴⾦だけでなく、国家公務員共済組合連合会等の持つ積⽴⾦の⼀部も、厚⽣年⾦の共通

財源として⼀元的に管理することとなりました。このため、積⽴⾦の運⽤は引き続き国家公

務員共済組合連合会等で⾏いますが、積⽴⾦の運⽤について共通のルールを設けています。

【被⽤者年⾦⼀元化後の運⽤の仕組み】

＊︓正式名称は、「積⽴⾦の管理及び運⽤が⻑期的な観点から安全かつ効率的に⾏われるようにするための基本的な指針」

【モデルポートフォリオ】

資産 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

モデルポートフォリオ 35％ 25％ 15％ 25％

中心値範囲 上記±10％ 上記±9％ 上記±4％ 上記±8％

GPIF では、管理運⽤の⽅針と中期計画において自ら定めた債券、株式などの資産構成割

合（基本ポートフォリオ）に基づいて運⽤を⾏い、管理・運⽤状況については四半期ごとに、

（２）年⾦積⽴⾦の運⽤

厚生労働大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣

●積⽴⾦基本指針＊で積⽴⾦の管理運⽤の

基本方針、モデルポートフォリオ策定

の際の考慮事項等を策定

●積⽴⾦全体の運⽤状況を評価・公表

モデルポートフォリオ
（積⽴⾦の資産の構成の⽬標）

管理運⽤主体が共同で作成。
各運用主体がポートフォリオを
策定する際に参酌するもの。

●管理運⽤の⽅針の作成・公表
●ポートフォリオ（資産構成）の策定
●業務概況書の作成・公表

管理運⽤主体（GPIF、国家公務員共済組合連合会、
地⽅公務員共済組合連合会、⽇本私⽴学校振興・共済事業団）
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ホームページ（http://www.gpif.go.jp/operation/index.html）などで公表しています

（→P.49）。年⾦積⽴⾦の運⽤は、国内債券や株式等を適切に組み合わせた分散投資を⾏っ

ており、実際の運用は、内外から公募を経て選定された運用受託機関（34 社 106 ファンド

（平成 31 年 3 月末時点））が主に⾏っています。GPIF にも、多数の運用経験者や証券アナ

リストが在籍しており、さらに体制の強化に努めています。

また、年⾦積⽴⾦は資産規模が⼤きいことから、市場の価格形成、⺠間の投資⾏動を歪め

ないように配慮するとともに、⺠間企業の経営に対して影響を及ぼさないように注意を払い

ながら、運用しています。

【GPIFにおける積⽴⾦の運⽤の仕組み】

※ 重要な方針を決定するとともに、意思決定と執⾏を分離し、理事⻑以下の執⾏部の業務執

⾏を適切に監督する外部有識者からなる合議制の機関（経営委員会）を、平成29年10月に

新設。

【年⾦積⽴⾦の資産構成割合（基本ポートフォリオ）】

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

35％

±10％

25％

±９％

15％

±４％

25％

±８％

GPIF における年⾦積⽴⾦の運⽤実績は、⾃主運⽤※１を開始した平成 13 年度からの平均

で、年⾦財政上⻑期的に必要な運⽤利回り※２を確保しています。

改善措置要求・人事権実績評価

中期目標の設定

年⾦制度の設計 年⾦財政の検証
厚
生
労
働
大
臣

下段は乖離許容幅

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（

GPIF
）

経営委員会

（経済、⾦融、資産運⽤、経営管理等の専⾨家及び理事⻑）

執⾏部

運⽤受託機関の管理 自家運用の実施

監査委員会

中期計画（基本ポートフォリオ等を含む）の作成等重要事項に係る決定

執⾏監督

監査

監査等
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【GPIF の運用実績（平成 30年度末時点）】

直近 1３年

（独⽴⾏政法⼈設⽴以降）
平成 13 年度からの平均

実績
名⽬運⽤利回り 3.10％ 2.70％

名⽬賃⾦上昇率 -0.06％ -0.16％

実質的な運⽤利回り 3.17％ 2.87％

財政計算

上の前提
実質的な運⽤利回り

-0.26%（経済再生ケース）

-0.17%（参考ケース）

0.05%（経済再生ケース）

0.11%（参考ケース）

（数字は年率）

※１ 平成 12 年度までは年⾦積⽴⾦全額を旧⼤蔵省資⾦運⽤部（現在の財務省財政融資資⾦）に預託することによって運

用していたが、財政投融資改革により、平成 13年度からは厚⽣労働⼤⾂が、直接、旧年⾦資⾦運⽤基⾦（GPIF の前身

の組織）に寄託し、管理・運⽤する仕組みに変わった。

※２ 年⾦給付費は、基本的に名⽬賃⾦上昇率に連動して増減するため、これに対応して財政検証を踏まえて設定された年

⾦財政上必要な運⽤利回り（名⽬運⽤利回り－名⽬賃⾦上昇率として計算されるもの。平成 26 年度財政検証を踏まえ

た運⽤利回りは、名⽬賃⾦上昇率+1.7％）を確保することが重要。
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図１．公的年⾦制度の沿⾰

図２．主な年⾦制度改正の経緯

参考資料

昭 和 17年 労働者年⾦保険法の発⾜

昭 和 19年 厚⽣年⾦保険法に改称

昭 和 29年 厚⽣年⾦保険法の全⾯改正

昭 和 36年 国⺠年⾦法の全⾯施⾏（国⺠皆年⾦）

制度の創成

昭 和 40年 １万円年⾦

昭 和 44年 ２万円年⾦

昭 和 48年 ５万円年⾦、物価スライド制の導⼊、標準報酬の再評価等

昭 和 61年 基礎年⾦の導⼊、給付⽔準の適正化等

平 成 2年 被⽤者年⾦制度間の費⽤負担調整事業の開始

平 成 6年 厚⽣年⾦（定額部分）⽀給開始年齢の引上げ等

平 成 9年 三共済（JR共済・JT共済･NTT共済）を厚⽣年⾦に統合

平 成 12年 厚⽣年⾦の給付⽔準の５％適正化や裁定後の年⾦額の改定⽅法の

⾒直し（賃⾦スライドから物価スライドへ）、厚⽣年⾦（報酬⽐例

部分）の⽀給開始年齢引上げ 等

平 成 14年 農林共済を厚⽣年⾦に統合

平 成 16年 有限均衡⽅式、上限を固定した上での保険料率の段階的引上げ、

基礎年⾦の国庫負担割合の２分の１への引上げ、積⽴⾦の活⽤、

マクロ経済スライドの導入 等

平 成 21年 基礎年⾦国庫負担割合２分の１の実現

平 成 24年 社会保障・税一体改革

基礎年⾦国庫負担割合の恒久化 / 被⽤者年⾦⼀元化 等

平 成 28年 マクロ経済スライドの⾒直し（未調整部分の繰越し）、賃⾦・物価

スライドの⾒直し（賃⾦変動に合わせた改定の徹底） 等

制度の充実

高齢化への

対応



42

表１．65歳以上⼈⼝割合等の推移と⾒通し

65 歳以上人口／全人口 65 歳以上人口／20 歳以上 65 歳未満人口

昭 和 35 年 5.7％ 10.6％（9.5 人で１人）

昭 和 45 年 7.1％ 11.7％（8.5 人で１人）

昭 和 55 年 9.1％ 15.1％（6.6 人で１人）

平 成 ２ 年 12.0％ 19.6％（5.1 人で１人）

平 成 ７ 年 14.5％ 23.2％（4.3 人で１人）

平 成 12 年 17.3％ 27.9％（3.6 人で１人）

平 成 17 年 20.1％ 33.1％（3.0 人で１人）

平 成 27 年 26.6％ 47.5％（2.1 人で１人）

令 和 ７ 年 30.0％ 55.4％（1.8 人で１人）

令 和 17 年 32.8％ 62.9％（1.6 人で１人）

令 和 27 年 36.8％ 75.9％（1.3 人で 1人）

令 和 37 年 38.0% 79.7%（1.3 人で 1人）

令 和 47 年 38.4％ 80.7%（1.2 人で 1人）

（資料）総務省統計局「国勢調査」、「⼈⼝推計」

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成 29 年４月推計）」

表２．平均寿命の推移・国際⽐較（単位︓年）

平均寿命

男 ⼥

昭和 35 年 65.32 70.19

昭和 45 年 69.31 74.66

昭和 55 年 73.35 78.76

平 成 ２ 年 75.92 81.90

平 成 ７ 年 76.38 82.85

平成 12 年 77.72 84.60

平成 17 年 78.56 85.52

平成 22 年 79.55 86.30

平成 24 年 79.94 86.41

平成 25 年 80.21 86.61

平成 26 年 80.50 86.83

平成 27 年 80.75 86.99

平成 28 年 80.98 87.14

平成 29 年 81.09 87.26

平成 30 年 81.25 87.32

国
平均寿命

男 ⼥

日本（2018） 81.25 87.32

カナダ（2014-2016） 79.9 84.0

アメリカ（2016） 76.1 81.1

中国（2015） 73.64 79.43

韓国（2017） 79.7 85.7

フランス（2018） 79.4 85.3

ドイツ（2015-2017） 78.36 83.18

イタリア（2017） 80.584 84.923

ノルウェー（2018） 81.00 84.49

スウェーデン（ 2018） 80.78 84.25

イギリス（ 2015-2017) 79.18 82.86

（資料）厚⽣労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室

「平成29年簡易⽣命表」「第22回生命表（完全生命表）」
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表３．出⽣数及び合計特殊出⽣率の年次推移

（資料）厚⽣労働省統計情報部「⼈⼝動態統計⽉報年計」

表４．公的年⾦被保険者の推移

（注１）厚⽣年⾦保険（第１号）の被保険者は、平成 26 年度以前は厚⽣年⾦保険の被保険者、平成 27 年度以降は第１号厚

⽣年⾦被保険者を計上している。

（注２）厚⽣年⾦保険（第２〜４号）の被保険者は、平成 26 年度以前は共済組合の組合員、平成 27 年度以降は第２〜４号

厚⽣年⾦被保険者を計上している。

0

50

100

150

200

250

300

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

万
人

出生数

合計特殊出生率

厚⽣年⾦保険

（第１号）

厚⽣年⾦保険（第

２〜４号）

国⺠年⾦第３号

被保険者

2,035 2,001 1,985 1,938 1,904 1,864 1,805 1,742 1,668 1,575 1,505

3,457 3,444 3,425 3,441 3,451 3,472 3,527 3,599 3,686 3,822 3,911

451 447 443 442 441 440 439 441 443 445 447

1,063 1,044 1,021 1,005 978 960 945 932 915 889 870

7,007 6,936 6,874 6,826 6,775 6,736 6,718 6,713 6,712 6,731 6,733

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（万人）

国⺠年⾦第１号

被保険者
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表５．年⾦保険料額・保険料率の推移

国⺠年⾦保険料額 厚⽣年⾦保険料率

平成 16 年度 13,300 円 平成 16 年 10 ⽉〜 13.934％

平成 17 年度 13,580 円 平成 17年９⽉〜 14.288％

平成 18 年度 13,860 円 平成 18年９⽉〜 14.642％

平成 19 年度 14,100 円 平成 19年９⽉〜 14.996％

平成 20 年度 14,410 円 平成 20年９⽉〜 15.350％

平成 21 年度 14,660 円 平成 21年９⽉〜 15.704％

平成 22 年度 15,100 円 平成 22年９⽉〜 16.058％

平成 23 年度 15,020 円 平成 23年９⽉〜 16.412％

平成 24 年度 14,980 円 平成 24年９⽉〜 16.766％

平成 25 年度 15,040 円 平成 25年９⽉〜 17.120％

平成 26 年度 15,250 円 平成 26年９⽉〜 17.474％

平成 27 年度 15,590 円 平成 27年９⽉〜 17.828％

平成 28 年度 16,260 円 平成 28年９⽉〜 18.182％

平成 29 年度 16,490 円 平成 29年９⽉〜 18.3％

平成 30 年度 16,340 円

令和元年度 16,410 円

※ 会社員などの厚⽣年⾦保険料率の推移。公務員・私⽴学校教職員の厚⽣年⾦保険料率はそれぞれ平成 30 年・令和 9 年以

降 18.3％で固定する。
（注１）国⺠年⾦保険料額は、平成 16 年度以降毎年度 280円ずつ引き上げ、平成29年度に16,900 円に達した。なお、国⺠

年⾦第１号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が施⾏されることに伴い、令和元年度以降は 17,000 円に引上

げ。（いずれも、平成 16 年の物価・賃⾦⽔準）
（注２）厚⽣年⾦保険料率は、平成 16 年以降毎年 0.354％ずつ引き上げ、平成29 年９月以降 18.3％で固定。

表６．公的年⾦受給者数の推移

（注１）< >内は厚⽣年⾦保険（第１号）と基礎年⾦（同⼀の年⾦種別）を併給している者の重複分を控除した場合の受給

2,593 2,695 2,779 2,834 2,912 3,031 3,140 3,241 3,323 3,386 3,484

2,523
2,668

2,814 2,943 3,048
3,154 3,216 3,293 3,370 3,409 3,506363

379
395

410
424

437
444

454
465 467

475

1.7
1.2

0.8
0.5 0.3

0.2
0.1

0.1 0.0 0.0
0.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000
福祉年⾦

厚⽣年⾦保険（第２

〜４号）（共済年⾦を

含む）

厚 ⽣ 年 ⾦ 保 険

（第１号）

国⺠年⾦

<4,146>
<4,283>

<4,414> <4,527> <4,618>
<4,699> <4,742>

<4,801> <4,862> <4,875>
<4,959>

5,480
5,744

5,988 6,188 6,384
6,622 6,800

6,988
7,158

7,262
7,465

[3,480]
[3,593]

[3,703]

[3,796] [3,867]

[3,942] [3,950]
[3,991] [4,025] [4,010]

[4,077]
（万人）
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者数。ただし、平成 23年度までは、旧農林共済年⾦と基礎年⾦（同⼀の年⾦種別）を併給している者の重複分は控除

されていない。

（注２）[ ]内は重複のない実受給権者数である。

（注３）厚⽣年⾦保険（第１号）の受給者は、平成26年度以前は厚⽣年⾦の受給者を計上している。平成27年度以降は、厚

⽣年⾦保険受給者全体から、共済組合等の組合員等たる厚⽣年⾦保険の被保険者期間（平成27年９⽉以前の共済組

合等の組合員等の期間を含む）のみの者を除き、さらに、障害厚⽣年⾦受給者及び短期要件分の遺族厚⽣年⾦受給者

について、それぞれ初診日又は死亡日に共済組合等の組合員等であった者を除いた者を計上している。

（注４）厚⽣年⾦保険（第２〜４号）の受給者は、平成26年度以前は共済年⾦の受給者を計上している。平成27年度以降は、

国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び⽇本私⽴学校振興・共済事業団から⽀給される、厚⽣年⾦または共済

年⾦の受給者を計上している。

表７．年⾦額の⼀覧（令和元年度）

［ ］内は月額に換算した額

【国⺠年⾦】

⽼齢基礎年⾦ 78万100円 ［6万5008円］

障害基礎年⾦（１級） 97万5125円 ［8万1260円］

（２級） 78万100円 ［6万5008円］

遺族基礎年⾦（⼦１⼈） 100万4600円 ［8万3716円］

基 本 78万100円 ［6万5008円］

加 算 22万4500円 ［1万8708円］

旧法 ５年年⾦ 40万3400円 ［3万3616円］

10年年⾦ 47万3820円 ［3万9485円］

障害年⾦（１級） 97万5125円 ［8万1260円］

（２級） 78万100円 ［6万5008円］

⺟⼦年⾦（子1人） 100万4600円 ［8万3716円］

基 本 78万100円 ［6万5008円］

⺟⼦加算 22万4500円 ［1万8708円］

⽼齢福祉年⾦ 39万9700円 ［3万3308円］

【厚⽣年⾦】

標準的な年⾦額 （注） 265万8066円 ［22万1504円］

障害厚⽣年⾦（３級、最低保障額） 58万5100円 ［4万8758円］

障害⼿当⾦（最低保障額） 117万200円 ［9万7516円］

旧法 障害年⾦（最低保障額） 78万100円 ［6万5008円］

旧法 遺族年⾦（2子・最低保障額） 149万900円 ［12万4241円］

基 本 78万100円 ［6万5008円］

寡婦加算 26万1800円 ［2万1816円］

加 給 44万9000円 ［3万7416円］

（注）夫が平均的な収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算）42.8万円）で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であっ

た世帯が年⾦を受け取り始めるときの額（夫婦２⼈分の基礎年⾦と夫の厚⽣年⾦）。
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図３．年⾦額の改定ルール

年⾦額は賃⾦および物価に連動して改定する仕組みとなっています。年⾦を受給し始める

際の年⾦額（新規裁定年⾦）は名⽬⼿取り賃⾦変動率※によって改定し、受給中の年⾦額

（既裁定年⾦）は購買⼒を維持する観点から物価変動率により、改定します。

※ 「名⽬⼿取り賃⾦変動率」とは、前年の物価変動率に 2 年度前から 4 年度前までの 3 年度平均の実質賃⾦変動率と可処分

所得割合変化率を乗じたものです。実質賃⾦変動率と可処分所得割合変化率は、標準報酬⽉額及び保険料率のデータを⽤い

て算出しています。平成 29 年度まで年⾦保険料率は上昇するため、現役世代の⽣活⽔準は、実際の賃⾦上昇率ほど伸びてい

るとは⾔えないことになります。そのような中、⾼齢者（新規裁定者）のスライド率を名⽬賃⾦上昇率に合わせると、現役

世代とのバランスを失することになるため、年⾦保険料率の上昇による⼿取り賃⾦の減少分である可処分所得割合変化率を

踏まえた『名⽬「⼿取り」賃⾦変動率』によってスライドすることとしています。

令和元年度の改定に⽤いる名⽬⼿取り賃⾦変動率（0.6%）

＝物価変動率（1.0%）× 実質賃⾦変動率（▲0.2％）× 可処分所得割合変化率（▲0.2％）

（平成 30年の値） （平成 27〜29 年度の平均） （平成 28年度の値）

【賃⾦上昇率>物価上昇率のとき】原則的なスライドルールを適⽤

ただし、給付と負担の⻑期的な均衡を保つなどの観点などから、賃⾦⽔準の変動よりも

物価⽔準の変動が⼤きい場合には、既裁定年⾦も名⽬⼿取り賃⾦変動率で改定される旨が

法律に規定されています。

【物価上昇率>賃⾦上昇率のとき】特例的なスライドルールを適⽤
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令和元年度の年⾦額の改定は、新規裁定年⾦・既裁定年⾦ともに名⽬⼿取り賃⾦変動率

（0.6％）にマクロ経済スライドによる令和元年度のスライド調整率（▲0.2％）と平成 30

年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分（▲0.3％）を乗じることで、改定率は

0.1％となります。なお、昨年度から持ち越された未調整分（キャリーオーバー分）は、完

全に解消しました。

＜年⾦額の改定に⽤いる各種指標の動向＞

（注）名⽬⼿取り賃⾦変動率＝ 物価変動率 × 実質賃⾦変動率 × 可処分所得割合変化率

（例）令和元年度の場合︓0.6% =1.0%×▲0.2%×▲0.2%

表８．公的年⾦受給者の年⾦総額の推移

（注１）上記の受給者の年⾦総額とは、年度末現在の受給者について、その時点で決定済の年⾦額（年額）を合計したもの

である。

また、年⾦額には⼀部⽀給停⽌されている⾦額を含む。

（注２）厚⽣年⾦保険（第１号）受給者の年⾦総額は、平成 26 年度以前は厚⽣年⾦の受給者の年⾦総額を計上している。

165,637 173,646 180,421 185,352 191,168 199,912 206,546 213,040 221,751 227,156 232,642

244,254
249,461

255,333 258,761 263,023
263,902 256,672 255,993

258,123 257,008 258,091

64,436
65,504

66,768 67,199
68,026

68,575 65,214 64,994
65,628 64,190 63,374

69
47

32 21
13

8 5 3
2 1 0

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

① 物価変動率
0.4％

（25 年）

2.7％

（26 年）

0.8％

（27 年）

▲0.1%

（28 年）

0.5％

（29 年）

1.0%

（30 年）

② 実質賃⾦変動率

（3年度平均）

0.1％

(22〜24 年度)

▲0.2％

(23〜25 年度)

▲0.8％

(24~26 年度）

▲0.8％

(25〜27 年度)

▲0.7％

(26〜28 年度)

▲0.2％

(27~29 年度)

③ 可処分所得割合変化率
▲0.2％

（23 年度）

▲0.2％

（24 年度）

▲0.2％

（25 年度）

▲0.2％

（26 年度）

▲0.2％

（27 年度）

▲0.2％

（28 年度）

④ 名⽬⼿取り賃⾦変動率 0.3％ 2.3％ ▲0.2％ ▲1.1％ ▲0.4％ 0.6%

474,395 488,658
502,554 511,332

522,229
532,397 528,436

534,031 545,504 548,355
554,108

（億円）

厚⽣年⾦保険（第

２〜４号）（共済

年⾦を含む）

厚 ⽣ 年 ⾦ 保 険

（第１号）

国⺠年⾦

福祉年⾦
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平成27年度以降は、厚⽣年⾦保険（第１号）受給者の年⾦総額を計上しており、⽼齢給付及び遺族年⾦（⻑期要

件）については、平成 27年９⽉以前の厚⽣年⾦保険被保険者期間及び平成 27 年 10⽉以降の第１号厚⽣年⾦被保

険者期間に係る年⾦総額を、平成 27 年 10⽉以降に受給権が発⽣した障害厚⽣年⾦及び遺族厚⽣年⾦（短期要件）

については、共済組合等の組合員等たる厚⽣年⾦保険の被保険者期間（平成 27年９⽉以前の共済組合等の組合員等

の期間を含む）を含めて算出した年⾦総額を計上している。

（注３）厚⽣年⾦保険（第２〜４号）の受給者の年⾦総額は、平成 26年度以前は共済年⾦の受給者の年⾦総額を計上して

いる。平成27年度以降は、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び⽇本私⽴学校振興・共済事業団から⽀給

される、厚⽣年⾦または共済年⾦の年⾦総額を計上している。

（注４）厚⽣年⾦保険（第２〜４号）の数値には、共済年⾦の職域加算部分を含む。

表９．年⾦額（⽉額）の推移

※ 実際の年⾦額は年単位で計算され、２カ⽉に１度、前⽉・前々⽉分をまとめて支払う。

基礎年⾦ 厚⽣年⾦（注１）

平成 16 年度 66,208 円 233,299 円

平成 17 年度 66,208 円 233,299 円

平成 18 年度 66,008 円 232,591 円

平成 19 年度 66,008 円 232,591 円

平成 20 年度 66,008 円 232,591 円

平成 21 年度 66,008 円 232,591 円

平成 22 年度 66,008 円 232,591 円

平成 23 年度 65,741 円 231,648 円

平成 24 年度 65,541 円 230,940 円

平成 25年４⽉〜９⽉ 65,541 円 230,940 円

平成 25 年 10⽉〜 64,875 円 228,591 円

平成 26 年度 64,400 円 226,925 円※

（注１）夫が平均的な収入（平均標準報酬月額（賞与を除く）36.0 万円）で 40 年間就業し、妻がその期間全て専業主婦

であった世帯が受け取り始めるときの年⾦額（夫婦２⼈分の基礎年⾦と夫の厚⽣年⾦）。

基礎年⾦ 厚⽣年⾦（注２）

平成 27 年度 65,008 円 221,507 円※

平成 28 年度 65,008 円 221,504 円

平成 29 年度 64,941 円 221,277 円

平成 30 年度 64,941 円 221,277 円

令和元年度 65,008 円 221,504 円

（注２）夫が平均的な収入（平均標準報酬額（賞与含む月額換算）42.8万円）で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦

であった世帯が受け取り始めるときの年⾦額（夫婦２⼈分の基礎年⾦と夫の厚⽣年⾦）。

※ 厚⽣年⾦の額が平成26年度と平成27年度を⽐較すると減額となっているのは、平成27年度については、特例⽔準の解

消により、直近の状況に即してモデルの前提・計算式を改めたことによる。
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表 10．確定給付企業年⾦の件数と加入者数

平成 29 年厚⽣労働省調べ

(加入者数については「生命保険協会・信託協会・JA 共済連『企業年⾦の受託概況』」による)

表 11．確定拠出年⾦（企業型）の事業主数・加⼊者数

平成 28 年厚⽣労働省調べ
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表 12．確定拠出年⾦（個⼈型）の推移 加入者数

平成 28 年厚⽣労働省調べ

（加⼊者数については、下から国⺠年⾦第１号被保険者、国⺠年⾦第２号被保険者、国⺠年⾦第３号被保険者、合計）

表 13．年⾦積⽴⾦全体の運⽤状況

平成 13年度からの累積収益額 74兆 3,966 億円

〃 の平均収益率 3.21%
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表 14．年⾦制度の国際⽐較（平成 31 年３⽉作成）

※ 個別に時点を記載しているもの以外は2018年末の内容を記載。

※ ドイツは⼀般年⾦保険、フランスは⼀般制度、スウェーデンは所得に基づく年⾦に関する記載（それぞれ制度体系の記載は

除く）。

資料出所︓ 各国政府の発表資料 ほか

制度体系 被保険者

保険料率

※日本以外は2018年末

※被⽤者年⾦制度における保険料率

⽀給開始年齢

※日本以外は2018年末

最低加入

期間
財政方式 国庫負担

日

本
全居住者

【2019.4.1時点】

厚⽣年⾦保険︓18.3％

（労使折半）

国⺠年⾦︓⽉額16,410円

（定額）

【2019.4.1時点】
厚⽣年⾦保険

男性︓62歳
⼥性︓61歳

※男性は2025年度までに、⼥

性は2030年度までに65歳に

引上げ予定

国⺠年⾦（基礎年⾦）

︓65歳

10年
賦課方式

基礎年⾦

給付費の

２分の１

ア

メ

リ

カ

被用者

及び

自営業者

12.4％

（労使折半）

66歳

※2027年までに67歳に引上げ

予定

40四半期

（10年相当）
賦課方式

原則なし

英

国

一定以上

の所得の

ある者

25.8％

本 ⼈︓12.0％

事業主︓13.8％

※保険料は、年⾦以外の種類の給付

に充てるものとして徴収

65歳
※2046年までに68歳に引上げ

予定

10年 賦課方式 原則なし

ド

イ

ツ

サラリー

マン、一

部の自営

業者（芸術

家、ジャーナ

リスト等）及

び一部の

公務員

18.6％8.6％

（労使折半）

65歳７か月

※2029年までに67歳に引上げ

予定

５年 賦課方式

給付費（鉱

山労働者・鉄

道員・海員年

⾦保険等に係

る分を含む）

の23.1％

（2017年）

フ

ラ

ン

ス

商工業被

用者等

17.75％

本 ⼈︓ 7.30％

事業主︓10.45％

62歳

（満額拠出期間を満たす場合）

66歳

（満額拠出期間を満たさない

場合）

※2027年までに67歳に

引上げ予定

なし 賦課方式

歳入の

34.7％

（2017年）

ス

ウ

ェ

ー

デ

ン

一定以上

の所得の

ある者

17.21％

本  ⼈︓ 7.0％

事業主︓10.21％

※⽼齢年⾦の保険料。遺族／障害

年⾦の保険料は、事業主のみ負担

―

※61歳以降本⼈が受給開始

時期を選択

※保証年⾦の⽀給開始年齢

は65歳

なし

（保証年⾦は3

年以上のEU

諸国等（うち

１年以上はス

ウェーデン）

での居住が必

要）

賦課方式

（プレミア

ム年⾦は積

⽴⽅式）

原則なし

（保証年⾦は

全額が国庫

負担）

（
適
用
対
象
外
）

被用者及び自営業者無業者

⽼齢・遺族・障害保険

国 ⺠ 年 ⾦（基 礎 年 ⾦）

厚⽣年⾦保険

全居住者



※ 公的年⾦に係る⼀連の運営業務（適⽤・徴収・記録管理・相談・決定・給付など）

は⽇本年⾦機構が実施しています。これらに関するお問い合わせは「ねんきんダイ

ヤル」（0570-05-1165）またはお近くの年⾦事務所までお問い合わせください。

厚⽣労働省（代表）03-5253-1111

章 節 担当課 内線

２．保険料を納める １〜４ 年⾦局 年⾦課 3336

３．年⾦を受け取る １〜５ 年⾦局 年⾦課 3336

４．外国で生活する １ 年⾦局 国際年⾦課 3317

２ 年⾦局 年⾦課 3336

５．私的年⾦に加入する １〜３ 年⾦局 企業年⾦・個人年⾦課 3329

６．公的年⾦の財政 １ 年⾦局 数理課/年⾦課 3355/3336

２ 年⾦局 資⾦運⽤課 3360

・内容全般

・担当課がわからないとき

年⾦局 総務課 3316

お問い合わせ先




